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支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）1発

１
１

整理番号

経費項目 願罰莞詞･研修費

内 容 情報処理学会会費(年度更親

年月 日 令和3年4月 1日～令和4年3月 31日 金 額 10,800円

会の趣旨.

目 的

一一レユー ン巳二さユーソーンゴン筵干』し､Gレノー|月荊又狸ニヤヒ|詞ｿ｡十V|Ⅵや串U垂1ﾉIbjUノ祗宍江Iよ〃』④

ことにより、学術、文化ならびに産業の発展に寄与することを目的とする。

会の活動

内容等

､坪1月祠x唇＝1戸~一』ェF1ｺ曹ゾッlノレ ⅣIJI巨一"季ロジヅTｰ劇バノヒ 印間 目『－1泡ﾌ ﾏｰﾉｰ、。pま

②情報処理関連技術の普及・実践

(3)情報処理関連技術の標墳上の推進ならびに普及

(4)情報処理に関わる人材育成の推進

⑤情報処理関連の国際学協会への加盟ならびに連絡および協力

(6)情報処理関連学協会との連絡および協力

(”その他、この法人の目的を雷讃するために必要な事業

政務活動.

県政との

関連性

~ 7唾『÷戸1ﾏﾕジ足vーL写L G1ロノ1Jしグ廷v ・″ー"dqvノ丹しV季｡'ずQソ‘小､v ‐o lLﾉｰL Yaセン､〃＝唾、、巾H塁〃司乙JlH千1X

収集する必要があり、情報処理学会に入会し定期的に会誌等を購読また必要に応じて学会

等にも参加する。

、、貝JIX雪口1,｣僻二,〃

別添領収書・支払手続き完了書参照

2021年度正会員費：10,800円

(2021/04/01~2022/03/31)

X･添付著憩､定款

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収吾金韻(aノ

10,800円

安産当垂：毒案分2 イ1，、
一、Uノ

／

100%
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10,800円
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2020/12/3 お支払い手続き完了一決済ステーション
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良知胎一jF
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お支払い方法

ウレジ‘かカード
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全

＞入会する＞個人会員の入会費用一覧

Ⅲ欝無蕪含

個人会員の入会費用一覧学会について

会誌・論文誌・研究会・DP
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イベント・ ITフォーラム

教育・人材育成

電子図書館

会員サービス

情報規格調査会

個人会員の入会費用一覧
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会員匡分

マイベ･＝ジ 今

時期／期間

消費税☆3

1名誉会員

:正会員

｜ 税込価格 …
｜

’ ’1,000円
一

税込価格対象外’ 対象外
"T……~~.ー~~一一~

一｜ 無料

税込価格

5,500円
qGoogle検索

唖画｣…_響哩一｣_i…狸咽一一
蕊2:"| $,50'円 | ｣',0｡｡”

画函画
2，000

円事務局問合せ一覧

よくある質問

サイトマップ

English

参考:2021年度
'－－－．蝿,…－－騨.".…. ・饒・…---…

i正会員（終身会員）

I 1つ無料

2つ目から上記のとおり
学生今昌 免除 11,000円4,800円 5,500円

｜
」

|ジュニア会員*4 1 免除 ｜
虹.本会の年度は、4月～翌年3月です。会費、

踵ｼﾖﾝは篇望篝…ご登録です。
,3.消費税は、2019年ﾕ0月以降のご登録は｢10’識3.消費税は、2019年ﾕ0月以降のご登録は[10％

オプション費用は年度額でご請求いたします。
『~..~､－．－‘ー…….－． －.~. .. . " .､鎧. .ー"~.. .~.~.一..~~.ー
I

｛

I ：珠の。〔~]:::脳…“'

’
1

]の価格となっております。

』4ジｭﾆｱ会員は､ｵｼｮﾝの申込は不要です｡同等のｻｰビｽを無料で受けられます。
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・ 事務局問合せ一告． よくある質固 サイトマッZ En厘Tish .マイページ
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一般社団法人情報処理学会定款

制定日:昭和38年12月19日

社団法人としての定款変更雇歴:昭和42年12月5日、昭和44年1月フ日、昭和45年11月7日、昭和47年7月14

日、昭和50年10月24日、昭和53年8月7日、昭和58年6月27日、昭和59年7月10日、昭和61年8月25日、平成1

年3月29日、平成4年10月3日、平成5年8月2日、平成6年7月16日、平成12年3月23日、平成14年6月25日、平

成16年3月1日、平成17年6月10日

一般社団法人認可までの定款変更履歴：平成20年12月22日、平成21年5月29日、平成22年3月24日、平成22

年5月31日

一般社団法人としての定款変軍扇展:平成22年6月18日認可､平成22年7月1日(一般社同索人への移行登記

日)施行(※平成22年5月31日の旧法人最終改訂に同じ)、平成26年6月4日、平成27年6月3日

笛1章総則

舅4章社員総会

富5章桧昌

箒6章･理事会

雲7章杏彦および会計

一
一
一
轡

鐘…
第1章総則

(名称）

第1条この法人は､一般社団法人情報処理学会(InnnnaUonProcessingSocietyofJa"n)と称する。

鱒
管理部門への

お問い合わせ

総務担勇(事務所）

第2条この法人は､主たる事務所を東京都千代田区に置く。

#鍵窯穏蕊第2章目的および事業

(目的）

第3条この法人は､コンピュータとコミュニケーションを中心とした情報処理に関する学術および技術の振興をは

かることにより､学術､文化ならびに産業の発展に寄与することを目的とする。

(事業）

第4条この法人は､前条の目的を達成するため､次の事業を行う。

(1)情報処理関連技術の研究･調査ならびに研究･調査に閨する成果発表

(2)情報処理閏蓮枝術の普及･実践

(3)情報処理閏蓮技術の標準化の推進ならびに普及

(4)情報処理に関わる人材育成の推進

(5)情報処理関連の国際学協会への加盟ならびに連絡および協力

(6)情報処理関連学協会との連絡および協力

htms:"Www･ipSl.omjpﾉannai/aboutipSi/teikan.html 1/8
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(7)その他､この法人の目的を達成するために必要な事業

2.前項の事業は､本邦および海外においてf売ものとする。

定款-情報処理学会

第3章会員および社員

(法人の構成員）

第5条この法人に､次の会員を置く。

(1)正会貝この法人の目的に賛同して入会した個人

(2)名誉会貝この法人の事業範囲において特別の功績があり､社員総会において推薦された個人

(3)学生会員短大､高専､大学学部､大学院修士課程および博士課程､またはこれに準ずる学校の在学生のう
ち､この法人の目的に賛同して入会した個人

(4)ジュニア会員小中学校､高校､専門学校､短大､高専【専攻科1年以下)、大学(学部3年

生以下)の在学生のうち､この法人の目的に賛同して入会した個人

(5)賛助会員この法人の事業を賛助するため入会した団体または個人

2.この法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下､法人法という)上の社員は､概ね正会員
100人の中から1人の割合で選出される代表会員とする。

3.代表会員は､正会員による代表会員選挙で選出する｡代表会員選挙を行うために必要な細則は理事会にお
いて定める。

4.代表会員は､正会員の中から選ばれることを要する｡正会員は､前項の代表会員選挙に立候補することがで
きる。

5.第3項の代表会員選挙において､正会員は､他の正会員と等しく代完令昌を選挙する権利を有する｡理事ま

たは理事会は､代表会員を選出することはできない。

6.第3項の代表会員選挙は､毎年2月に実施することとし､代表会員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1

年とする｡ただし､代表会員が､法人法に規定された社員総会決議取消しの訴え‘解散の訴えも責任追及の訴

え､および役員の解任の訴えを提起している場合(責任追及の訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、

当該訴訟が終結するまでの間、当該代表会員は社員たる地位を失わない(当該代表会員は､役員の選任およ

び解任ならびに定款変更についての諾決権を有しないこととする)。

7.代表会員に欠員が生じた場合は､速やかに再選挙により、欠員を補充することができる｡欠員により選任され

た代表会員の任期は､前任者の残任期間とする。

8.正会員は､法人法に規定された次に掲げる社員の権利を､代表会員と同様にこの法人に対して行使すること
ができる。

(1)定款の閲覧等の権利

(2)社員名簿の閲覧等の権利 . ’

(3)社員総会の議事録の閲覧等の権利

(4)社員の代理権証明書面等の閲覧等の権利

(5)電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等の権利

(6)計算書類等の閲覧等の権利

(7)清算法人の貸借対照表等の閲覧等の権利

(8)合併契約等の閲覧等の権利

9.理事および監事は､その任務を怠ったときは､この法人に対し､これによって生じた損害を賠償する責任を負

い､法人法上の総社員の同意による損害賠償責任の免除の規定にかかわらず､この責任は全ての正会員の同
意がなければ免除することができない。

(入会〕

第6条この法人の会員として入会しようとする者は､理事会の定めるところにより申込みをし､その承認を受けな
ければならない。

2.社員総会において名誉会員に推薦された者は､･前項の入会の手続きを要せず､本人の承誌をもって会員とす
る。

(経費の負担）

第7条会員は､この法人の運営に経常的に生じる費用に充てるため､入会の時および毎年､社員総会が別に

定める入会令および会費を納入しなければならない。

2.学生会員および賛助会員は､入令令を納めることを要しない。

3.名誉会員は､入令今および会費を納めることを要しない。

4.ジューア会員は､入会金および会費を納めることを要しない。

(任声恨会)

第8条会員は､理事会が別に定める退会届けを提出することにより、任意に､いつでも退会することができる。

(除名）

第9条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは､社員総会において､総代表会員の半数以上であって、

総代表会員の議決権の3分の2以上の誌決により、当該会員を除名することができる｡この場合､その会員に対

し､社員総会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し､社員総会において､決議の前に弁明の機会を
与えなければならない。

(1)この法人の定款または規則に違反したとき

ht｡s:"www.ipsj・or.jp/annai/aboutipsj/teikan.html 2/8



2020/7/14 定款-情報処理学会

(2)この法人の名誉を傷つけ､または目的に反する行為をしたとき
(3)その他の正当な事由のあるとき

2.前項により除名が決議されたときIま､その会員に対し通知するものとする。

(会員の資格喪失）

第10条前2条の場合(任意退会､除名)のほか､会員は､次の各号の－に該当するに至ったときは､その資格
を喪失する。

(1)会費を1年以上滞納したとき

(2)全ての会員の同意があったとき

(3)死亡し､若しくは失除宣告を受け､または会員である団体が解散したとき

(4)成年被後見人または被保佐人になったとき

(会員資格の喪失に伴う権利および義務）

第11条会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは､この法人に対する会員としての権利を失い､義務
を免れる｡ただし､未履行の職務は､これを免れることができない。

2.この法人は､会員がその資格を喪失しても､既納の入会金､会費およびその他の拠出令は､これを返還しな
い｡、

3.代表会員たる会員が､第8条､第9条､および第10条の各号により､会員たる資格を喪失したときは_代表会
員たる地位を喪失する。 ‘

第4章社員総会

(構成）

第12条社員総会はも.全ての代表会員をもって構成する。

(権限）

第13条社員総会は､次の事項について決證する。

(1)会員の除名

(2)入会の基準および会費ならびに入会金の額

(3)理事および監事の選任または解任

(4)理事および監事の報酬等の額またはその規程

(5)各事業年度の事業報告および決算

(6)定款の変更

(7)解散および残余財産の処分

(8)その他社員総会で決譲するものとして法令またはこの定款に定められた事項

2.前項にかかわらず､個々の社員総会においては､第15条第3項の書面(開催通知)に記載した目的以外の事
項は､決麗することができない。

(開催）

第14条社員総会は､定時社員総会として､毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか､臨時総会とし
て､次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会において開催の決議がなされたとき。

(2)総代表会員の議決権の10分の1以上を有する代表会員から､会長に対し､社員総会の目的である事項なら
びに招集の理由を示して招集の請求があったとき。

(招集）

第15条社員総会は､法令に別段の定めがある場合を除き､理事会の決議に基づき､会長が招集する。

2．会長は､前条第2号の規定による請求があったときは､その日から30日以内の日を社員総会とする臨時社員
総会の招集の通知をしなければならない。

3.社員総会を招集するときは､会議の日時､場所、目的である事項を記載した書面をもって､開催日の1週間前

までに通知しなければならない｡ただし､社員総会に出席しない代表会員が書面によって議決権を行使すること
ができるとするときは､2週間前までに通知しなければならない。

(議長）

第16条社員総会の誇長は､会長がこれに当たる。

(議決権）

第17条社員総会における誇決権は､代表会員1名につき1個とする。

(定足数）

第18条社員総会は､総代表会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議）

第19条社員総会の決議は､法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き､総代表会員の過半数が出

席し､出席した代表会員の過半数をもって行う｡可否同数のときは､麓長の決するところによるが､この場合にお
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いて､證長は代表会員として決證に加わることはできない。

2.前項の規定にかかわらず､次の決議は､総代表会員の半数以上であって､総代表会員の誰決権の3分の2
以上をもって行う。

(1)会員の除名

(2)理事および監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散および残余財産の処分

(5)その他法令またはこの定款で定められた事項

3.理事および監事を選任する議案を決議するに際しては､候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議決権の代理および書面決護）

第20条社員総会に出席できない代表会員は､他の代表会員を代理人として社員総会の議決権を行使すること

ができる｡この場合において､当該代表会員は､代理権を証明する書面を提出しなければならない。

2.社員総会の決議について､書面により議決権を行使することができるとしたときは､代表会員は､議決権行使
書面を所定の方法により提出しなければならない。

3.第1項および2項の場合における第18条(定足数)および第19条(決議)の規定の適用については､その代表

会員は出席したものとみなす。

(決讓の省略）

第21条理事または代表会員が､社員緯会の決議の目的である事項について提案した場合において､その提

案について､代表会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは､その提案を可決す
る旨の社員総会の決巖があったものとみなすものとする。

(議事録）

第22条社員総会の礒事については､法令で定めるところにより巖事録を作成するものとする。

2.出席した会長および副会長は､前項の議事録に記名押印する。

第5章役員

(役員の設置）

第23条この法人に､次の役員を置く。

(1)理事15名以上30名以内

(2)監事2名以内

2.理事のうち1名を会長､2名以内を副会長とする。

3.前項の会長および副会長をもって法人法上の代表理事とL､これ以外の理事を同法上の業務執行理事とす
る。

(役員の選任等）

第24条役員は､社員総会において､これ舂撰住する。

2.会長､副会長および業務執行理事は､理事会において､理事のうちから選定する。

3.常務理事は､理事会において､業務執行理事のうちから6名以内を選定することができる。

4.監事は､理事または使用人を兼ねることができない。

5.各理事について､当該理事およびその配偶者または3親等内の親族､その他特別の関係にある理事の合計

数は､理事総数の3分の1を超えてはならない｡監事については､相互に親族その他特別の関係にある者であっ

てはならない。

6.他の同一の団体(公益法人を除く)の理事または使用人である者､その他これに準ずる相互に密接な関係に

ある理事の合計数は､理事総数の3分の1を超えてはならない｡監事については､相互に親族その他特別の関

係にある者であってはならない。

7.役員に異動があったときは2週間以内に登記しなければならない。

(理事の職務･権限）

第25条理事は､理事会を構成し､法令およびこの定款の定めるところにより､職務を執行する。

2.会長は､法令およびこの定款の定めるところにより、この法人を代表し､その業務を執行する。

3.副会長は､法令およびこの定款の定めるところにより、この法人を代表し,会長を補佐し､会長に事故があると

きまたは会長が欠けたときは､会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。

4.業務執行理事は､理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

5.常務理事は､会長および副会長を補佐する。

6.会長､副会長および業務執行理事は､3ケ月に1回以上､自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなけれ

ばならない。

7.理事は､この法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは､直ちに当該事実を監事に報告
しなければならない。

(監事の職務･権限）

第26条監事は､理事の職務の執行､およびこの法人の業務ならびに財産の状況寺藍香L､法令で定めるところ

により監査報告を作成する。
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2.監事は､いつでも､理事および使用人に対して事業の報告を求め､この法人の業務および財産の状況の調査
をすることができる。

3.監事は､社員総会および理事会に出席し､必要があると認めるときは､意見を述ぺる。

4.監事は､理事が不正の行為をし､若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき､または法令およびこの

定款に違反する事実､若しくは著しく不当な事実があると認めるときは､これを社員総会および理事会に報告す
る。

5.監事は､前号の報告をするため必要があるときは､会長に理事会の招集を請求する｡ただし､その請求があっ

た日から5日以内に､2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は､直接､理事会を招集す
る。

6.監事は､理事が社員総会に提出しようとする詮案､書類その他法令で定めるものを調査し､法令およびこの定

款に違反し､または著しく不当な事項があると認めるときは､その調査の結杲を社員総会に報告する。

7.監事は､理事がこの法人の目的の範囲外の行畠､その他法令およびこの定款に違反する行為をし､またはこ

れらの行為をするおそれがある場合において､その行為によりこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるとき
は､その理事に対し､その行為をやめることを請求する。

8．以上､各項のほか､監事は､監事に認められた法令上の権限を行使する。

(役員の任期）

第27条役員(理事および監事)の任期は､選任後2年以内に終了する事業年度のうち､最終のものに関する定

時社員総会の終結の時までとし､再任を妨げない。

2.役員は､第23条に定める定数に足りなくなるときは､任期の満了または辞任により退任した後も､新たに選任

された者が就任するまで､なお役員としての権利蓋務を有する。

(役員の解任）

第28条役員は､社員総会の決議により解任することができる｡ただし､役員を解任する場合は､総代表会員の

半数以上であって､総代表会員の議決権の3分の2以上の議決により行わなければならない。

(報酬等）

第29条役員は無報酬とする｡ただし､常勤の役員に対しては､社員総会において別に定める報酬等の支給の

基準に従って算定した額を､社員総会の決議を経て､報酬等として支給することができる。

2.役員には､その職務を行うために要する受用の支払いをすることができる。

(競業利益相反取引の制限）

第30条理事が次に掲げる取引をしようとする場合は､その取引について重要な事実を開示し､理事会の承麗を
得なければならない。

(1)自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

(2)自己または第三者のためにするこの法人との取引

(3)この法人がその理事の債務を保証すること

(4)その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2.理事会の承認を得て前項の取引をした理事は､その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければ

ならない。

(役員の法人に対する損害賠償責任の一部免除）

第31条この法人は､一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定される役員の法人に対する損害賠

償責任について､法令に定める要件(善意でかつ重大な過失のないとき)に該当する場合には､理事会の決議

により､賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た顎を限度として､免除することができる。

第6章理事会

(構成） ．

第32条この法人に理事会を置く。

2.理事会は､全ての理事をもって構成する。

3.理事会の證長は､必要と淫める場合は､役員以外の者を理事会に出席させることができる。

(職務と権限）

第33条理事会は､この定款に別に定めるもののほか､次の職務を行う。

(1)社員総会の日時および場所ならびに目的である事項の決定

(2)規則の制定ならびに変更または廃止

(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定

(4)理事の職務の執行の監督

(5)代表理事および業務執行理事の選定および解職

(種類および開催）

第34条理事会は､通常理事会として､毎事業年度4回以上開催するほか､臨時理事会として､次のいずれか

に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。
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(2)会長以外の理事から､会議の目的である事項を示して招集の請求があったとき。

(3)前号の請求があった日から5日以内に､その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通
知が発せられない場合に､その請求をした理事が招集したとき。

(4)第26条第5号の規定により､監事から､会長に招集の請求があったとき､または監蔑が招集したとき。

(招集）

第35条理事会は､法令およびこの定款に別段の定めのある場合を除き､会長が招集する。

2.会長は､前条第2号または4号前段に該当する場合は､その日から2週間以内に理事会を招集しなければなら
ない。

3.理事会を招集するときは､会議の日時､場所、目的である事項を記載した書面により、開催日の1週間前ま
でに､各役員に対して通知しなければならない。 ・

4.前項の規定にかかわらず､役員の全員の同意があるときは､招集の手続きを経ることなく理事会を開催するこ
とができる。

(議長）

第36条理事会の議長は､会長がこれに当る。

(定足数）

第37条理事会は､理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議）

第38条理事会の決謹は､この定款に別段の定めがあるもののほか､決議について特別の利害関係を有する
理事を除く理事の過半数が出席し､その過半数をもって行う。

2．可否同数のときは､議長の決するところによるが､この場合において､議長は理事として決議に加わることは
できない。

(決護の省略）

第39条理事が､理事会の決議の目的である事項について提案した場合において､その提案について決艤に加

わることのできる理事の全員が､書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは､その提案を可決す

る旨の理事会の決議があったものとみなすものとする｡ただし-監事が異證を述ぺたときは､その限りではない。

(報告の省略）

第40条役員が､役員の全員に対し､理事会に報告すべき事項を通知した場合においてIま､その事項を理事会
に報告するこﾉ･9春専1"ない。

2.前項の規定は､第25条第6項〈3ケ月に1度の職務執行状況の報告)の規定による報告には適用しない。

(議事録）

第41条理事会の議事については､法令で定めるところにより議事録を作成する。

2.出席した会長､副会長および監事は､これに署名または記名押印しなければならない。
(1)事業計画および収支予算についての事項

(2)事業報告および収支決算についての事項

(3)正味財産増減計算言､財産目録および貸借対照表についての事項

(4)役員の選任

(5)その他､この法人の業務に閏する重要事項で理事会において必要と認めた事項

第7章資産および会計

(事業年度）

第42条この法人の事業年度は､毎年4月1日に始まり､翌年3月31日に終わる。

(資産の管理･運用）

第43条この法人の資産の管理･運用は､理事会が別に定める資産管理運用規程によるものとする。

(事業計画および収支予算）

第44条この法人の事業計画および収支予算笹については､毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成
し､理事会の承認を得なければならない｡これを毒貢する場合も同様とする。

（事業報告および決算）

第45条この法人の事業報告および決算については､毎事業年度終了後､会長が次の喜類を作成し､監事の

監査を受けた上で､理事会の承認を得て､定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

〈4)正味財産増減計算書

(5)貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書
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(6)財産目録

2.この法人は､前項の定時社員総会の終結後直ちに､法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するもの
とする。

(会計原則）

第46条この法人の会計は､－股に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第8章定款の変更、合併および解散等

(定款の変更）

第47条この定款は､社員総会において､総代表会員の半数以上であって､総代表会員の議決権の3分の2以

上の議決により変更す黒巨上ができる。

(合併等）

第48条この法人は､社員総会において､総代表会員の半数以上であって､総代表会員の議決権の3分の2以

上の議決により、他の法人法上の法人との合併､事業の全部または一部の譲渡をすることができる。

(解散） ‐

第49条この法人は､社員総会の決讓､その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限）

第50条この法人は､会員その他の者に対し､剰余金の分配を行うことはできない。

(残余財産の処分）

第51条この法人が清算する場合において有する残余財産は.社員総会の決議を経て､公益*t団羨人及び公

益財団法人の認定等に閨する法律(認定法)第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与
するものとする。

第9章委員会等

(委員会等〕

第52条この法人の事業を円滑に運営するために必要あるときは､理事会の決議により、委員会および必要な
地に支部(以下､委員会等という)を設置することができる。

2.委員会等の任務､構成および運営に関し必要な事項は､理事会の決議により別に定める。

3.委員会等は､法令およびこの定款により､社員総会ならびに理事会に付与された職務権限(業務執行の決定

ほか)を制約する運営を行うことはできない。

(事務局）

第53条この法人の事務を処理するため､事務局害詔冒する。

2.事務局には事務局長および所要の職員を置く。

3.職員のうち重要な職員(就業規貝|｣上の特別管理職)は､理事会の承認を得て任免する。

4.事務局の組織および運営に閏し必要な事項は､理事会の決議により別に定める。

第10章情報公開等

(備付け帳簿および書類）

第54条この法人は､主たる事務所に､次に褐I箔帳簿および書類を備え､また法令の定めにより保管しなけれ
ばならない。

(1)定款

(2)会員名簿

(3)役員の名簿

(4)役員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(5)第44条の書類(事業計画および予算）

(6)第45条第1項の書類(事業報告および決算書類）

(7)監査報告書

(8)運営組織および事業活動の状況の概要ならびにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した言類

(9)認定､許可､認可等および登記に閨する書類

('0)定款に定める機関のうち､理事会および社員総会の謹事に関する書類

(11)その他法令で定める帳簿ならびに害類

2.前項各号の閲覧については､法令の定めによる。

(公告）

第55条この法人の公告は､電子公告による。

2.事故､その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は､官報に掲載する方法により行
つ。

第11章補足
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(委任）

第56条この定款に定めるもののほか､この法人の運営に必要な事項は､理事会の決議により別に定める。

附則

1．この定款は､一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の麗定等
に関する法律の施行に伴う閨係法律の整備等に関する法律(以下､整備法という)第121条第1項において賎み
替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人設立の登記の日から施行する。

2.この法人の設立当初の役員およびその任期は､第24条および第27条の規定にかかわらず､次の通り濡す縫
会の定めるところによる。

○平成23年3月31日を末日とする事業年度に関する定時社員総会の終結の時までの任期の役員
代表理事 ：白鳥則郎(会長)、村上篤道(副会長）

業務執行理事 ：大場みち子､串間和彦､佐藤三久､砂原秀樹､近山隆､塚本昌彦､宗森純、村上和彰、
吉川正俊

監事 ：東野輝夫

○平成24年3月31日を末日とする事業年度に関する定時社員総会の終結の時までの任期の役員
代表理事 ：水野忠則(副会長）

業務執行理事：井戸上彰､岡田謙一､臭乃博､落谷亮､関口智罰､谷口倫一郎､寺田真敏、西直樹､茂
木強､横田治夫

監事；住田一男

3.整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登

記と､一般社団法人の設立の登記を行ったときは､第42条の規定にかかわらず､解散の登記の日の前日を事業
年度の末日とし､設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

このページの先亜へ

セキュリティについて プライバシーポリシー 倫延緬謂 署作権について 広告のお申し迅み 聖蒜局所在地 轄定商取弓|法に基づく宗崩

AURUItsRes日rVedCOMght(C)InmrmatbnProcessmgSocistyofJapan

https:"www.ipsj.orjpﾉannaVaboutipSl/teikan.html B/8



様式第1－1号

－索~ご冨司

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）蛤／

華理番号

経費項目 調査研究費･研修費･因薊扇周･野諒儲翻費･会議費･資料鰔費･資繩鴬入費･事務費･謡銅漬･人件費

内 容 ホームページの運用

年月 日 令和3年5月 1日～令和4年3月 31日 金 額 9,276円

目的
日身のj奴束-そ7古里U乞碧良音可C7こめのホームヘーン]ヨ刊衣枳

使途
十1日」 ‐目乃壬・爪圧丁ｮ員

J婆X4万1口割＝

県政との

関連性

県民に活動を広報するツールとして

く、IJR｣lX青貝向1,｣1xF〃′

別添請求書・振込受付害参照

2021/05～2022/04で、 10,120円

そのうち2021/05～2022/03分の支州評拠害を提出する。

10,120円×11/12月=9,276円

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

9,276円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

9,276円



2021/1/31 振込・振替

rみ 』 ﾛ 0 1J

強弱逓號 奇
一
一

‘乳｢1j冊獄･‘￥ す! .‘ 札』‘塁孝 罰f魂鐙,j1 ･'t-h 訪軸,ヘ .I ‘ ぴざ瀞卸4

振込・振替を正常に受け付けました。

引蚕n座

金融捜関名ﾊﾏﾏｯｨﾜﾀｼﾝｷﾝ

支店名ナ肋ロヮ

科目需葡栢今

口匡番号2006830

受取人名ｼﾝｶｲﾄｼｶｽ､、

金額9,900円

引落合計金額10,120円（黙入手数料220円）

帰入賎顎人名ラチラユ汀チ

振込･振替先口座

●_卜毘糯ﾔ入先を今後も利用される坦合は. 「症込先の登録jボタンを押してください｡

●上記振込先に毎月自助で承堀込みをされたい場合は. 「おまか蹄;入失に毒景｣ポﾀﾝを押してください.

●同じ引落口座から親けて示堀込みをされる場合は､ 「挽けて1辰込を行う」ボタンを押してください.

､源叺先の登溌

https:/Mww･direct.shizuokabank.co.jp/ib/transfeIJBKMO52Dispatch.do?ServerlD=PSRAO101&B=0149&｢=328224695996679499&PT=BS 1/1
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界
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ｎＤ

８
・○ＭⅣ売上日 2021年01月31R〒431-1304

静岡県浜松【卜r北区細江町・中川7172-698

ラトウール101 SpaceBOGGY
〒431-1304

静岡県浜松市北区細江町中川6640-20

TELO53-522-3346 FAXO53-569-6979

良知駿一 様

TELO53-523-7400 FAXO53-523-7401

1

<お振込先＞

浜松いわた信用金庫中川支店 （普） 2006830

シンカイトシカズ

備考：

／

商品コード.',商品名 数 量 単位 単 価 金 額 備 宰、弓

ホスティング費用 12 月 500 6,000 5/1へ4/30

ドメイン年間維持費 1 年 3，000 3,000 5/l～4/30

、

税抜額 9,000 消費税額 900 合言|‐ QQ
vDヅ 00



様式第1－2号

－7~害言司

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）弘劣

案分の理由 ｜ 領収書金額(a) 案分率(b) |政務活動費支出額(a×b)

全て政務活動費にかか’ ｜ ／

るものである。 | 10, 152円 10,152円

零尾宙呑

経費項目 願罰禿司･研修費

内 容 人工知能学会会費

年月 日 令和3年4月 1日～令和4年3月 31日 金 額 10,152円

会の趣旨.

目 的

人工知能に関する研究の進展と知識の普及を図り， もって学術･技術ならびに産業･社会の発展に寄

与することを目的とする。

会の活動

内容等

ー■ ■ 『 ■屯〆d一言刃 古 rO凸凹｡』 』堂、一｡ “｡『ｰ一・J ご一ﾛぴI』ロ－

2.学会誌，論文誌その他の刊行物の発行

3.研究の奨励及び研究業績の表彰

4.研究及び調査

5.国内外の関係学術団体との連絡及び協力

6.その他， この法人の目的を達成するために必要な事業

政務活動。

県政との

関連性

近年、様々な分野において人工知能(ADが活用されつつある。人口減少社会ではさらな

る人工知能の活用が必要であり、県政においても得られた知見を生かしたしも

〆、苧一一”■再■ － 1 Ⅱ

別添利用明細票参照

2021年度正会員費:10,000円

払込料金：152円

合計：10,152円

100％



＝＝坐空払…n塞垂嘩一』ー蝿

明細票
一■－－凸■～■－－エー弘一一■名

利用明細票
一一一一仏

一
」

’

印紙税申告納

付につき麹町

税務署承認済

お取扱日 店番 取扱番号

〕3－02－2
ｒ
色
Ⅱ
十
>ズ717 A93150005

取扱店 ､ ﾘエゴトウ

払込口座 〕0960－7 274598

崎入令蝿| *1n．00 料金 *151

払込みの証拠と
なるものですか
ら大切に保存し
て下さい。

料金には、消費
税等が含まれて
います。

罰 ＊10，152
＊0

(ゆうちよ銀行〕

スマホ決済アブ。リ ゆうちよPay
~I応〃〕蒔寓確認も 可能です！



｡

一般社団法人

人工知能学会
TheJapaneseSocietyforArtificial lntelligence

Home>>人工知能学会について》>学会概要》>学会からのお知らせ》》会費納入のお願い

今三一塁
一

告

と

【

豆 宗弄 塞琴琴義雲三春言菖毒軍三丁
一一一一＝＝ざｪ4-塁一

会費納入のお願い

各会員会費は以下のとおりです．

会員種別 入会金(円）年会費(円）

⑬ 2,00。、⑳r会員

学生会員 4,OOO 1'OOO

80,000/1D賛助会員

特殊購読令員 15,OOO

会費は学会財政基盤の大半を占めており，納入の遅れにより学会活動に支障をきたす恐れもありますので，ご高

配のほどを切にお願いいたします．

・勤務先，住所などの変更や退会の際には，問合せ先一覧の[入会・退会・変更］のメールアドレス宛にご
連絡ください．

・年会費，研究会登録料などの納入は，入金確認の間違いを避けるため，払い込みの際に用紙の通信欄に必
ず内訳と金額をご記入下さい．

また，会社名だけの払い込みは，会員名・会員番号との照合が困難ですので，できればお名前または会員番号を
併記して下さい．

~｣ " : ! _､,･ _ L .~:, ' . F,､ﾔ震2．鞠~ :_'霊蕊霧劇側騨糞琴颪爺職lliX職蕃非 .z¥ ::f茜ふ玩誓‘い’
h ?

乱 戸

~､

1 検索
一口ト ー一一一口■■〃

特定商取引法に墓天蓋冒藺U吾司兎=萱
l __ ____.---_____---------

プライバシーポリシー人工知能学会について利用上の注意

､画⑥回



.”x裁能学会
一志一
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Home"人工知能学会について>》学会概要刀一船汁団法人人工知能学会定款

一般社団法人人工知能学会定款

一般社団法人人工知能学会設行趣意書

1990年6月Z9B

剰尚の働きに代わる機械が欲しいという人類の夢は、大量の数値データに対して複雑な計算を高速

に行うという面では、電子計算機により実現された。現在の情報処理技術はこの意味においては、

人間の能力をはるかに越えたものといえるが、一方、思考という本質的な面では、全くといってい

いほど無力である。人工知能は大量の知識データに対して、高度な推論を的確に行うことを目指し

たものである。

それには人間の思考をモデル化し、これに適した新しい仕組みの計算機ハードウェアとソフト

ウェアを実現しなければならない。即ち、現在の計算機のように複雑なプログラムを人間が書き、

それを逐次計算するのではなくて、人間が問題を自然語で与えるだけで、そのモデル化や解探索を

一挙に行うことのできる仕組みを目指している。このため､.単に計算機科学、数学、電子工学と

いった学問分野だけではなく、哲学、論理学、言語学、認知科学、生理学、生物学といった広範な

学問分野との深い交流が不可欠である。人工知能は諸学問に共通な発見、創造、計画、設計、開

発、評価、認識、理解、解析、分析、決定といった知的活動の基本を担うものであり、詩庁独白の

学問分野として広く重視されるに到っている。

人工知能の応用としては、知識の活用を中心とする知識工学が提唱され、その適用の1つとして

専門家の経験的、技術的知識を電子計算機に移植し、活用しようとするエキスパートシステムが計

画、設計、診断、監視、制御など、産業、金融界に広く普及しつつある。例えば、計算機システム

の機器構成決定、新材料設計、生産プラントの故障診断や制御、余融資産の運用、企業経當診断、

医療診断などがある。さらに、自然言語、画像、図形などの認識や理解、また、学習といった分野

へとその対象はますます広がりを見せている。例えば、機械翻訳、指紋印鑑照合、設備号箇運転条

件設定などをあげることができる。

人工知能が本格的に発展した折には、あらゆる機械が知能を持つという、全く新たな社会をもた

らすものと思われる。すでに、学会や産業界に属する人工知能研究者の幅は広く、層が厚くなって

きたため、その組織化の必要性が強く認識されている。また、この学問が情報処理工学、彌信T

学、システム制御工学、精密工学などとも関連して、本質的に学際的であることにかんがみ、同じ

研究分野を分けもつ諸学会、諸団体の合同研究活動を促進するための中心的役割を果たすものとし
へ

て、人工知能に関する新組織を構成する要望が強く打ち出されている。

f



緊 溺難漂鑿蕊灌鰹霞幾驍欝鑿器
定期刊行、研究発表のための大会、各種の研究会ならびに内外の学識者によるセミナーの開催、人

〆司記刊醍目詩諦■型EL苓伊廿司』--,.コ■－聖寄琴寺蕾序写詐託罫詫』寵穿辞3齢+■岸宇…屯罰望詑圭目鄙"と~q凸鎧■殉隠＝■帝割鋤1 円F4偶I＝■D9一宇＝丙早■誤訂｡弓壽慢私＝奔跨 噌和一.…~一F里か忍…＝■＝＝un門宗■…子■凸門H■ HH歴■

工知能に関する国際間の交流等の活動を通じて、国内的にも国際的にも相当高い評価を受けてい

る。学会自体の構成も大きくなって、会員数4，000名を数えるにいたった。当学会の活動が活

発化するに及んで、国内において他の団体との関係も密接となり、国際的な連携も多く、 30カ国

以上の加盟する国際合同人工知能会議の主要メンバーとして活躍しているほか、数々の国際会議の

協賛団体として国際的にも知名度が上がっている。

本年11月には、わが国でも当学会の主催する国際会議を開催する運びになった。このような時

にあたり、今後の飛躍的な発展を期するために、当学会の在り方を検討してきたが、先ず当学会を

法人格をもつ団体、即ちﾈ+同法人に改組し、人工知能に関する理論と応用の研究開発により一層の

貢献をしようとするものである。

一般社団法人人工知能学会定款

2012年6月ﾕ4日制定

2018年6月Z7日改訂

◆第1章総則

（名称）

第1条この法人は，一般社団法人人工知能学会(英文名をThe｣apaneseSocietyforArtificial

Intel ligence(英文略称「｣sAI｣ ))と称する．

（事務所）

第2条この法人は，主たる事務所を東京都新宿区に置く．

◆第Z章目的及び事業

（目的）

第3条この法人は，人工知能に関する研究の進展と知識の普及を図り，もって学術・技術ならびに

産業・社会の発展に寄与することを目的とする．

（事業）

第4条この法人は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う．

ユ．学術集会，学術講演会，講習会等の開催

Z.学会誌，論文誌その他の刊行物の発行

3．研究の奨励及び研究業績の表彰

4．研究及び調査

5．国内外の関係学術団体との連絡及び協力

6．その他，この法人の目的を達成するために必要な事業

Z前項の事業は，本邦及び海外において行うものとする，

◆第3章会員及び社員

（法人の構成員）

八



瀞謡鳶篝'次の会員を置く
~で雲霊法人の目的に賛同して入会した個人

電･←乞副-学生会員-､学生であシで；瞥鍔管どの法大の目的に貢同じで穴会じた個人・“･＝Ⅷ．-｡､…』:-謙‘‘－．．"‘"‘･ ･"ゞ"･''，．-…“． ，

3．賛助会員この法人の事業を援助する個人または団体

4．特殊購読会員この法人の目的に賛同し，この法人の発行する会誌を広く閲覧するために定期

購読する図書館等の団体

5．名誉会員この法人に特に功労のあった者で社員総会の議決を持って推薦された者

Zこの法人の社員は，正会員から選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律（以下， 「法人法」という． ）上の社員とし，選出する際の定数は概ね正会員数をZ5で除し

た商としﾕZO人冴卜限とする．

3代議員を選出するため，正会員による代議員選挙を行う．代議員選挙を行うために必要な細則は

理事会において定める．

4代議員は，正会員の中から選ばれることを要する．正会員は，前項の代議員選挙に立候補するこ

とができる．

5第3項の代議員選挙において，正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する．理

事又は理事会は，代議員を選出することはできない． ’

6第3項の代議員選挙は， 2年にﾕ度， 3月に実施することとし，代議員の任期は，選任の2年後に実

施される代議員選挙終了のときまでとする．ただし，代議員が社員総会決議取り消しの訴え，解散

の訴え，責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合(責任追及の訴えの提起の請求を

している場合を含む． ）には，当該訴訟が終結するまでの間，当該代議員は社員たる地位を失わな

い．ただし，当該代議員は，役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこと

とする)．

7代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙するこ

とができる．補欠の代議員の任期は，任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとす

る．

8補欠の代議員を選挙する場合には，次に掲げる事項も併せて決定しなければならない．

1．当該候補者力輔欠の代議員である旨

2.当該候補者をﾕ人又はZ人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは'その旨及

び特定の代議員の氏名

3．同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては，当該Z以上の代議員） に

つきZ人以上の補欠の代議員を選任するときは，当該補欠の代議員相互間の優先順位

9第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は，当該決議後z年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする．

10正会員は，法人法に規定された次に掲げる社員の権利をノ社員と同様に当法人に対して行使す

ることができる．

ﾕ．法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等）

z法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等）

3．法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等）

4．法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等）

5．法人法第5ﾕ条第4項及び52条第5項の権利(議決権講師書面の閲覧等）

6．法人法第ﾕZ9条第2項の権利(計算書類等の閲覧等）

へ
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睡・･理事"監事は,その任務を怠ったときはｰ匡の法人に対じｰ己れにまｼで生じた損害を賠償ず~

る責任を負い，法人法第ﾕﾕ2条の規定にかかわらず，この責任は，すべての正会員の同意がなけれ

ば，免除することができない．

（会員の資格の取得）

第6条この法人の会員になろうとする者は，理事会の定めるところにより申し込みをし，その承認

を受けなければならない.

2社員総会で名誉会員に推薦された者は，前項の入会の手続きを要せず》本人の承諾をもって会員

となるものとする．

（経費の負担）

第7条会員は，この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため，入会の時及び毎年，社員総
会が別に定める入会金及び会費を支払わなければならない．

Z賛助会員及び特殊購読会員は，入会金を納めることを要しない．

3名薑会員は，入会金及び会費を納めることを要しない． ．

（任章恨会）

第8条会員は，理事会において別に定める退会届を提出することにより，任意にいつでも退会するこ

とができる.

（除名）

第9条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは，社員総会において，当該会員を除名するこ

とができる.

ユ．この定款その他の規則に違反したとき．

Z.この法人の名誉を傷つけ，又は目的に反する行為をしたとき．

3．その他除名すべ声r当な事由があるとき．

（会員資格の喪失）

第10条前Z条の場合のほか，会員は，次のいずれかに該当するに至ったときは，その資格を喪失す

る．

1．会費をZ年以上滞納したとき．

2，総社員の同意があったとき．

3．当該会員が死亡し，若しくは失院宣告を受け，又は解散したとき．

4．当該会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき．

（会員資格の喪失に伴う権利及び義務）

第ﾕﾕ条会員が前条の規定によりその資格を喪失したときはウこの法人に対する会員としての権利を

失い，義務を免れる．ただし，未履行の義務は，これを免れることはできない，

Zこの法人は，会員がその資格を喪失しても，既納の入会金，会費及びその他の拠出金は，これを

返潭1，ない．

◆第4章社員総会
へ

（構成）



瀞窒講は'すべての社員をもって構成する
~潅爾雷罵==＝

第壷条‘ ･社員総会は>覇-次の事項につ賊で決議する.．¥ ･'‘ ・ 〒
吋F 1 ｡ ■, E判4歳吟■ 辛 ■■ G GD 司引』輯､。b皇6 ｺﾆ 、 』Q詞

1．会員の除名

Z.理事及び監事の選任又は解任

3．理事及び監事の報酬等の額又はその規程

4.貸借対照表及び正味財産計算書の承認

5．定款の変更

6．解散及び残余財産の処分

7．その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項

（開催）

第ﾕ4条社員総会は，定時社員総会として，毎事業年度終了後3カ月以内にﾕ回開催するほか，臨時

社員総会として，必要がある場合に開催する．

（招集） ，

第ﾕ5条社員総会は，法令に別段の定めがある場合を除き，理事会の決議に基づき，会長が招集す

る．

2総社員の議決権のﾕ0分の1以上の議決権を有する社員はf会長に対し，社員総会の目的である事項

並びに招集の理由を示して，社員総会の招集を請求することができる．

（議長）

第ﾕ6条社員総会の議長は，会長がこれに当たる．

（議決権）

第ﾕ7条社員総会における議決権は，社員ﾕ名につきﾕ個とする．

（定足数）

第18条社員総会は，総社員の過半数の出席がなければ開催することができない．

（決議）

第ﾕ9条社員総会の決議は，法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き，総社員の過半数が

出席し，出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う．

Z前項の規定にかかわらず，次の決議は，総社員の半数以上であって，総社員の議決権の3分の2以

上IE当たる多数をもって行う．

1．会員の除名

Z.監事の解任

3．定款の変更

4．解散及び残余財産の処分

5．その他法令又はこの定款で定められた事項

3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては，各候補者ごとに第ﾕ項の決議を行わなけれ

ばならない．理事又は監事の候補者の合計数が第Z3条に定める定数を上回る場合には，過半数の賛

成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする･へ



蕊鶏鑿 ない社員は，他の社員を代理人として社員総会の議決権を行使するこ
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ならない．

z社員総会の決議について，書面により議決権を行使することができるとしたときは，社員は，議決

権行使書面を所定の方法により提出しなければならない．

3第1項及び第Z項の場合における第18条（定足数）及び第ﾕ9条（決議）の規定の適用については，

その社員は出席したものとみなす．

（決議の省略）

第21条理事又は社員が，社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において，その

提案について，社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは，その提案を

可決する旨の社員総会の決議があったものとみなすとする．

（議事録）

第ZZ条社員総会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する．

Z議長，及び出席した理事の中より2名以上の署名人を指定し，前項の議事録に記名押印する．

◆第5章役員

（役員の設置）

第23条この法人に次の役員を置く． ・

ユ．理事15名以上3ﾕ名以内

2．監事1名以上Z名以内 一

Z理事のうち1名を会長， 2名以内を副会長とする．

3前項の会長と副会長をもって法人法上の代表理事とし，これ以外の理事を同法上の業務執行理事と

する． ‐

（役員の選任）

第Z4条理事及び監事は，社員総会の決議によって選任する．

Z会長副会長および業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選任する.

3理事及びその親族等である理事の合計数力理事の総数の3分のﾕ以下とする．

｡(理事の職務及び権限）

第Z5条理事は，理事会を構成し，法令及びこの定款で定めるところにより，職務を執行する．

Z会長は，法令及びこの定款で定めるところにより，この法人を代表し，その業務を鞠ﾃし，業務執

行理事は，理事会において別に定めるところにより，この法人の業務を分担執行する．

3副会長は，法令及びこの定款の定めるところにより，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は

会長が欠けたときは，会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する．

4会長，副会長及び業務執行理事は， 3カ月に1回以上，自己の職務の執行の状況を理事会に報告し

なければならない，

（監事の職務及び権限）

第26条監事は，理事の職務の執行を監査し，法令で定めるところにより，監査報告を作成する．

z監事は，いつでも，理事及び使用人に対して事業の報告を求め，この法人の業務及び財産“況の

調査をすることができる．
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とする．

Z監事の任期は，選任後Z年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結

の時までとする． ・

3補欠として選任された理事又は監事の任期は，前任者の任期の満了する時までとする．

4理事又は監事は，第23条に定める定数に足りなくなるときは, ､任期の満了又は辞任により退任し

た後も，新たに選任された者力就任するまで，なお理事又は監事としての権利義務を有する．

（役員の解任）

第28条理事及び監事は，社員総会の決議によって解任することができる．

（役員の報酬等）

第29条理事及び監事は無報酬とする，ただし，常勤の理事及び監事に対しては，社員総会におい

て定める総額の範囲内で，社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を

報酬等として支給することができる．

◆第6章理事会

（構成）

第30条この法人に理事会を置く㎡

2理事会は，すべての理事をもって構成する．

3理事会の議長は，必要と認める場合は，役員以外の者を理事会に出席させることができる．

‐ （権限）

第3l条理事会は，次の職務を行う．

1．本会の業務執行の決定

2．理事の職務の鞠ﾃの監督

3．会長及び目|会長の選定及び解職

．(招集）

第32条理事会は，会長が招集する．

2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは，副会長力理事会を招集する．

（議長）

第33条理事会の議長は，会長がこれに当たる．

Z会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは，副会長がこれに当たる．

（決議）

第34条理事会の決議は，決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席

し，その過半数をもって行う．

2.理事力理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において，当該事項について決議

に加わることのできる理事の全員が，書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは，当

該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす．ただし，監事が当該提案について異議

を述べたときを除く‘ 八

3理事又は監事力哩事及び監事の全員に対し，理事会に報告すべき事項を通知した場合において



鴦菫蓄誰吾凱の職務執行状況の鵜雷)の規定による報舎には適
用しない（役員の理事会に対する報告の省略） ．

L■ 1甥: :極り圏別.' :■r .吟正応司工, ■凸Ⅱ1■¥： ■得,『里1:E回』氏ら■r吾一諄冒L』R1■EDluB, . E目■『J当罪1｡ h回■JkE掴. 昔.P包需･山“1ｺ.』二国ﾓﾆ ﾆ掌刷I IL p弓FE弓＝卜盟凹厚罰■H1hR唾dtlE君浄鴨q，4年h ,f写当里｡ 』H■ .... 画

（議事録）

第35条理事会の議事については，法令で定めるところにより，議事録を作成する．

z出席した会長，副会長及び監事は，前項の議事録に記名押印する．

◆第7章資産及び会計

（事業年度）

第36条この法人の事業年度は，毎年4月ユ曰に始まり翌年3月31日に終わる．

（事業計画及び収支予算）

第37条この法人の事業計画書及び収支予算書は，毎事業年度の開始の日の前日までに，会長が作

成し，理事会の承認を受けなければならない． これを変更する場合も，同様とする．

z前項の書類については，主たる事務所に，当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとす
る．

（事業報告及び決算）

第38条．この法人の事業報告及び決算については》毎事業年度終了後，会長が次の書類を作成し，
監事の監査を受けた上で，理事会の承認を受けなければならない．

ユ．事業報告・

2.事業報告の付属明細書

3．貸借対照表

4．正味財産増減計算書

5．貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書

6．財産目録

Z前項の承認を受けた書類のうち，第ﾕ号，第3号，第4号及び第6号の書類については，定時社員
総会に提出し，第ﾕ号の書類についてはその内容を報告し，その他の書類については承認を受けなけ
ればならない．

3第ﾕ項の書類のほか，次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに，定款，社員名簿を主た
る事務所に備え置くものとする．

1．藍杳報告

2．理事及び監事の名簿

◆第8章定款の蛮軍及び解散

（定款の変更）

第39条この定款は，社員総会の決議によって変更することができる．

（解散）

第40条この法人は，社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する．

（剰余金の処分制限）

第4ﾕ条この法人は，剰余金の分配を行うことはできない． へ



､清算する場合において有する残余財産は，社員総会の決議を経て，公益社団法
人及び公益財団迭人の認定等に関する法律（以下「認定法」という． ）第5条第ﾕ7号に掲げる法人又

ご■Lヨーーa－－－ﾛ霊試写E弓＝出,＝孑藍写窩尋ﾆﾆﾐ?ヨョと■･■■宇乱･唱司や＝哉司孝君テゼオ当呵存再画一専一窮禺■二男署F■？◇缶噂F坐再割司戸r=諄二屋竜頭P 』宗=生宅＝一.君苧呂守･ざ宙宇L 』画廿寺告＝苧十二一5－寺Lﾛ■■■ 壷上二J苛些君＝=卓＝等圭与H缶王

は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする．

◆第9章委員会及び事務局

（委員会）

第43条この法人の事業を円滑に運営するために必要あるときは，理事会の決議により，委員会を
設置することができる．

2委員会の任務，構成及び運営に関し必要な事項は，理事会の決議により別に定める．

3委員会は，法令及びこの定款により，社員総会並びに理事会に付与された職務権限（業務執行の

決定ほか）を制約する運営を行うことはできない．

（事務局）

第44条この法人の事務を処理するため，事務局を設置する。

Z事務局には，事務局長及び所要の職員を置く．

3事務局長及び重要な職員は，会長力理事会の承認を得て任免する．

4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は，会長が理事会の決議により別に定める．

◆第ﾕo章公告の方法

（公告の方法）

第45条この法人の公告は，主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う．

◆第11章補則

（委任）

第46条この定款に定めるもののほか，この法人の運営に必要な事項は，理事会の決議により別に
定める．

◆附則

1．この定款は，一般社団法人及び－H韻ｵ団法人に関する法律及び公茶*+同羨人及び公益財団法人

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」とい

う． ）第121条第ﾕ項において読み替えて準用する同法第ﾕ06条第1項に定める一般法人の設立

の登記の日から施行する．

2．この法人の最初の会長は山口高平，副会長は島津秀雄と松原仁とする， 、

3.整備法第1Zﾕ条第1項において読み替えて準用する同法第106条ﾕ項に定める特例尾法法人の解

散の登記と，一般法人の設立の登記を行ったときは，第36条の規定にかかわらず，解散の登記
の日の前日を事業年度の末日とし，設立の登記の日を事業年度の開始の日とする．

4．この定款の施行後最初の代議員は，第5条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代

議員として選出された者とする。

5．第5条第Z項で定める代議員の定数は2019年4月ユ曰に就任する代議員から適用するものとし，
ZO19年3月3ユ曰までを任期とする代議員に関しては選出する際の定数を概ね正会員数を25で

除した商とする．

「これは，当法人の定款である． 」

へ
事務所：〒ﾕ62-0821
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様式第 1－1号

支出証拠書

墓員氏宅』K

と号焉14,768円

整理肴
ロ

万一

経費項目 調劃職費･研修費･画鉱報費･雰調謂鋤費･会議費･資料ｲ鰄費･厩函･事務費･藷銅漬･人件費

内 容 日経エレクトロニクス定期購読
笏2

年月 日 令和3年4月～令和4年2月 金額 14,768円

目的 ~ ＝ﾏｰ ﾏ ﾛ ﾛ ﾏ〃ｰｰｰｰｩﾛI唖 一一『U寺UP丁降一坪副ニノン◎

使途

政務活動・

県政との

関連性

lzLFI日｣鴫ﾉ、貢

本県においても欠かすことができないICTを中心とした最新の技術情報を調査し、関係
部局の施策等へ提言していく。

、､Ⅱ貝↓Ⅸ．尋白1可ｲギン

別添購読証明注文明細参照

2021年3月号から1年(12冊16,110円

3月号分として、 1,342円請求済 3年3月整理番号、ﾀｰ2〃参照
4月号～2月号分

16,110円-1,342円＝14,768円

案分率(b) 政務活動費支出葱 (a×b)

／

100％ 14,768円



(糖ノ
様式第1－1号

「壼喜可一了言元司

監|会派代表着｜鰯|経理責任者｜③ 経理担当者

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7－｢7－｢司一[ﾜTﾜ、
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー良知駿一）

按分の理由 ｜ 領収書金額(a) | 按分率(b) |政務活動費支出額(a×b)

全て政務活動にかかる

ものである

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目 ,調査研銅･研修費･"聴嘩蹟･雰調識動費･会議費･資料鰔費砿 ･事務費･事翻漬･人件費

内 容 日経エレクトロニクス定期購読

年月 日 令和3年3月10日～令和年月日 金額 1,342円

目的 Im等のエレクトロニクス分野における最先端の鋤了情報を調査する。

使途 1年間購入費

県政との

関連性

"~T=〆lLUー丙曹噂 －し〆、ﾀザ ﾉｰｰげぎ 、嗜・宇屯 。L当生竺l ~凹一一J…lマン11"IZlh詞入色ⅣH白‘し､函しI,

部局の施策等へ提言していく。

＜領収書貼付枠＞

別添購読証明注文明細参照

2021年3月号から1年(12冊） 16,110円

3月号分

16,110円×1÷12＝1,342円

1,342円

／

100％ 1,342円



良知義一様r百ｱ完~可；愚
セミナー マイペー お問い合わ

巳 ジ せ

鰺日経BPSHOP デジﾀ 雑
hゾ

書籍／レポート／
、J

DVD
士
心

一
言
ロﾉレ

トツプページ＞ マイベージ＞注文履歴＞注文明細

注文明細(2021/03/1012:32:01)

※マイページ契約紐付け手続き後に表示される注文明細は金額が0円と表示される場合があり、送付

先・お支払い方法は空欄となります。現在の契約内容は「契約内容を確認する」ボタンからご確認
／糸ぎ当－1、
、／－ごし、。

注文番号 21031190177

16,110円
（うち送料0円）

合計金額（税込み）

良知駿一（ラチシュンイチ） 様

〒431-1304静岡県浜松市北区細江町中川7

ラトウール101勤務先名：良知駿一事務所

お届け先 172－698

お支払い方法 クレジットカード

|商品内容

日経エレクトロニクス

単価: 16,110円

数量： 1年(12冊）

購読コース：らくらく購読コース
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いつもありがとうございます｡以下の通りご利用いただきました。

表示日 2021年03月12日

堂f奎登蓋菫豈 全一
上記金額はクレジットカードでのご利ノ

表示額は国内（税込）料金となります。

トカードでのご利用となります。 株式会社 口縄BP

東京都港区虎ノ門4－3－12

H再両冗両止卜珂

以大1 1 号災一稼



様式第1●－1号一

－7~壹了可

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）藩?

華琿番号

経費項目 識却暁費･研修費･広聰広報費･雰謝誇瀧晴･会議費･資洲鰄費･資糊鴬入費･事務費･爾習･人件費

内 容 事務所賃借料

年月 日 令和3年4月 1日～令和3年4月 30日 金 額 30,225円

目的
政務活動を行うための事務所の賃借

使途
賃借料（2021年4月分）

関連性

、､11WM青只p1､｣1千〃

別添通帳コピー参照

(引き落とし日 3/29） ．

案分の理由

後援会活動と按分

n貝』 X盲曲 (a)

60,450円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

30,225円
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様式第1－1号

整理番号 ｜｜ ター6

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）勿

b

経費項目 調部暁費･研修費･犀電･癖淵靜鹿噴･会議費･資料f賊費･資繩背入費･事務費･藷翻漬･人件費

内 容 ホームページの運用

年月 日 令和3年4月 1日～令和3年4月 30日 金 額 862円

目的 ロ毎Vﾉ以不~Vf白割て搾戸ヲQにαJ【ﾉﾉﾉJ,ー･ムヘーz/雪廿1JX租

使途
ﾛ ﾛ ■ も ｰ一 『Ⅱ一四一、

政務活動．

県政との

関連性

県民に活動を広報するツールとして

､、1J貝HX言只p1､｣1千‘"'

提出済振込受付耆参

別添請求書参照

別添の請求書では2020/05～2021/04の期間分で、 10,340円の請求が示されているが、2020年1月に

2020/05～202]/03の期間分として9,478円の支出証拠書を提出した。

今回は未請求分の2021/04分の862円の支出証拠書を提出する。

10,340円-9,478円＝862円 2年卒月整理番号タ-j-参照

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

､貝H又＝ (aノ

862円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

862円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

皿-匝思派搭議員氏名ふじの<に県震ｸﾗプｰ農髪“ 駿一）

按分の理由
尾』I両奎ハ缶'一、 ＋÷〃、一向、 ’ ず…汗季『＝F q T U－r 、〃， 、

全て政務活動

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

挙雫言 4－_ぐ

決
裁 会派代表者 （夢 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ロ ■

経費項目 調査研究費.研修費;雫雰鰊糯活轤.会議費.資料侑續.資粥朧磧.事務費.藷鍼費.人件費

内 容 ホームページの作成・運用

阜切 日 令和Z年ざ月／日へ令和3年3月31白 金額 ?,”y円

目的 自身の政策や活動を報告するためのホームページ作成･運用依頼

使途 年間管理･維持費暉用費は202q/f卜~2bz"応分）

…力1口…

県政との

関連性

県民に活動を広報するツールとして

、、I＝F吟匡ヨ界日』 J lT″

別添領収書参照総糊齪｡撚嶋~'｡』州),,うぅ

ﾉ0,形、RXi腰 =〃〃 ﾉ9

,252%f～ﾉ｡猟3まで
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角
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2"r円

／

100％ 2”ゲ円
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■ ■率寒事
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到
斜

残 高
ヌー王~粟了＝又ヌー素-束~五丁

〒44UPDで4’応~睡

おつり

手数料 時刻

ママツイワタヨンキン

カカ哩ワ

「

斗通 2006830

ンカイ トシカス、様

チ シュンイチ様

ELO53-523-2282



請求書
１
３

ノ
皿１

１
００Ｏ０

ＥＧＡＰ
”ＯＮ〒431-1304

静岡県浜松市北区細江町中川7172-698

ラトゥール101

売上日 2020年01月31日

SnaceBOGGY
〒431-1304

静岡県浜松市北区細江町中川6640-20

TmO53-522-3346 FAXO53-543-4067

良知駿一 様

TELO53-523-7400 FAXO53-523-7401

<お振込先＞

浜松いわた信用金庫中川支店 （普) 2006830

シンカイトジカズ

備考：

『

商品ゴー－ ’ず . ｜笥品名 域 瞼
雫
Ｍ

１
『
日
時 軌 、 金 額 備 菩、

ホスティング費用 Tn

1f 月 500 6』000

ﾉ単0

5/1～4/30

ドメイン年間維持費 1 年 3,000 3,.000

釦勿

5/1～4/30

逆
税抜額 9,000 消費税額 900 へ日上

ppI 9， 90 0



様式第1－1号

支出証拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

謹浬塞号

経費項目 緬頚･研修費･広卿酋報費･雰調靜潅情･会議費･資料作成費･資綿騰入費･事務費･藷需漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和3年4月5日 金 額 3,260円

目的

(該当項目に丸印）
部局事業ヒアリング･地元要望活動･匡派丙調霄下苔忍･政務活動資料の整理

使途

(該当項目に丸印）
屍菌蜀･宿泊費･駐車料

政務活動。

県政との

関連性

骸当項目に丸印）

・ 地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

・ 確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会･委員会等の質問に反映する。

・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

引会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。

一・・一ロローローー.｡ーロロー.｡ー■､一・口一・.一口･ー｡｡ー1.一・.一･･一･口一口･一ロローヮqー｡｡ー･ローq･ー･■ー｡.ーロﾛ一・口一･･一･口ー･ローム･ョ

ご利用ありがとうございます。 ｜ ご利用ありがとうございます｡ i

利用証明書｜利用証明書I

｡ ▽一･･一･･一口､一・,一・・一

1 1 ．

i ! ご利用z

| i利f

1 1塁
｣ i

1料金所（ ｛1料金所(自

く領収書貼付枠＞

利用証明書参照

！ ごV鶚匡。ゴV鰐co ‘
円

’

浜松浜北~静岡SAスマート 1,550

静岡SAスマートー浜松SAスマート

1,710円

） 浜松浜北 ；料金所(自）静岡SAスマート ！

'料金所(至）静岡SAスマート-!料金所(至)浜松SAスマート ’
21年4月 5日 21年4月 5日

13時 8分 18時52分

1 通行料金 ¥1, 550- i 通行料金 ¥1, 710－ 1
| (ETEｸﾚｼ'ﾂﾄ) ! (ETCｸﾚｼ．ｼ卜）

｜ｆ
Ｕ“ＣＩ‐０ａｌｉｏ０Ｉ‐・６ｌＤ

1,550円十1,710円＝3,260円

1 車種 l i 車種 1

織繭56001-987030⑬織議56001-98883.⑬I
|鯉獺謡蕊欝鍋縦彗主t I鯉鯛議蕊群鍋縦彗土t i
i スで印字されたものです｡ ’ スで印字されたものです．

I ｡■一ﾛ ■･一口■一口■ ｡ D■一・■－■■ 凸b-p 廿凸・伊 :
046 ！

1104-056001-9888

麺行料金は消費税率］O軌
1本利用証明書はETC利月
ｽで印字されたものです鋪

陥取弾淵
《ｊ■。“ｌ‐ａ０Ｉ‐？。Ｉ‐ＯＤＩ‐＄。口００。Ⅱ■。。Ⅱ■。ｏｄ■５ｊ

I
案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

『J貝BLX-吉垂想(aノ

3,260円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

3,260円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）稀

整理召 号

経費項目 調査研究費‘研修費･圃鉱報費･雰調誇鬮費･会議費･資料{鰄費･資繩凱費･犀司･事務所費･人件費

内 容 事務機器リース代（2021年4月分）

年月 日 令和3年4月 1日～令和3年4月30日 金 額 11,664円

・ 目的
争可労BTの旱牙矧輝呑（優冒1茨。 .t'Uﾉ司りノ リーハ1~E

使途
リース代

政務活動．

県政との

関連性

＜、1J貝川又､音只口1､｣1千,〃

別添通帳コピー参照

リース代：23,328円

(引き落とし日雑）

案分

後援

の理由

会活動と按分

領収書金額(a)

23,328円

案分率(b)

1/2

％

ユヨ刀1H…屋へ F(a×b)

11,664円



知”ﾉ4ﾉ13 入出金明細匿今
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入鵲余明細應今

ぺｰﾗを印葛する

一－－－－－…－－■－一一一一口一 －－凸－－－■＝一一一一一＝ー

『

|塵会口座
T

l
△－－－

1

I
f

陸ﾕﾕ件〕 並べ種元言垂呈｜日付 逼塞基王

番号 日付 お支払い金額 お穎畭麺 差引詮寓 取引 摘要 ﾒモ

■■

F■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■

F■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■

DD1 ZGZ1年04月04日分 ■■■■出金、麺醒"。 陸］『36'740円

Ooo1 zoz1年m月｡s日分 ﾛ|■■■出金諭子和双Za"328円 I壷

ー ■■ ■■

F■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■

ー ■■■

F■■■ ■■■ ﾛ■■■■■■■ ■■

I｣■■■■■■■■ ■■F■■■ I■■

F■■■ I■■■ ■■■■■■■■■ ■■

"月ユヨ日DE時｡o分時三
ﾀｳﾝ回一ド (…ｲJ歴鋤港岡

前バｰラ回次ページ

戻る

h坤s…dn巴吐式画幻陶"nkmjmblinqtnⅣ旧NYO6ODisPaml_d"SeWenD==PSRAMD1&B4149&…19…10m6588MPT=S 1N



様式第1－1号

］

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

.藥琿番号

経費項目 厨諏調･研修費･広聴広報費･雰識蒲勧費･会議費･資料作成費･畔朧入費･事務費･事務所費･人件費

内 容 浜松市情報政策課にて調査

年月 日 令和3年4月12日 ’ 金 額 800円

目的
事業ヒアリング

使途
証…l､

婆q力1口割

県政との

関連性一

…｢ﾛ1官報以東味〃リツT"目~9Qフンクノrl"1呈手弓未UノLノソークンセ1」v，、ｲﾅ部EI I』c升茎ダT竜こUﾉ唾

携や比較によって、本県のデジタル関連施策に反映させていく。

＜､､貝MX青貝向何イギ〃＞

I

アィペック
浜松中央第2駐車場

| <=L1又壽嚴 IL' _;

21年04月12日10:41 --04月12313: 10
駐車料金 800円

'A斗 800円1口同’

お預り 1 , 000円
お釣 200円

N0． 118540

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

頁収害金額(a)

800円

案分Z E(b)

／

100％

＝矧刀TH…星へ卜 1"(a×bノ

800円



様式第1－1号

支出証拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

一一一口 芋

経費項目 願罰厩詞･研修費･広聴醗費･雰謙儒鹿漬･会議費･資滞H賊費･資鵜騰入費･事務費･藷翻漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和3年4月13日 金 額 3,420円

目的
′華W〃奉亘』一÷戸、 部局事業ヒアリング･岡売要望活罰･臣派丙羅再苔司･政務活動資料の整理

使途

骸当項目にﾒ1歩、
辰通詞･宿泊費･駐車料

政務活動。

県政との

関連性

骸当項目に丸印）

］地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針･進捗状況などを確認する。
・ 確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

．会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。

く領収書貼付枠＞

利用証明書参照

浜松SAスマートー静岡SAスマート

静岡SAスマートー浜松SAスマート

1,710円十1,710円＝3,420円

|「尋.---..-雷一･一･･一･･一－．－－．．－．．－．．－．．－．．－…-･'－．．－．．－1．－…－．．－－．－．．－．．－．．－．．－．．－．－－－'一一･･一･一･-…‐

■Ⅱ

I

’

■
。
■
Ｉ
■
。
■
Ⅱ
Ｄ
Ｂ
ｉ
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Ｄ
日
日
Ｉ
。
。
■
Ⅱ
：
■
Ⅱ
■
。
■
Ⅱ
■
。
■
１
５
・
■
０
●
ロ
８
４
●
●
８
１
８
日
１
口
■
■
１
０
・
■
ｌ
：
０
Ⅱ
Ｄ
日
Ⅱ
Ｉ
③
日
日
１
日
日
日
Ⅱ
：
８
４
・
・
■
Ⅱ
０
０
■
Ｉ
■
。
■
Ｉ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
．
ｅ
０
４

↓

ご利用ありがとうございます。

利用証明書

ゴャ
NExrn

中日本

料金所(自）浜松SAスマート

言利用ありがとうございます．

利用証明書

I グ▼碆匡。
{料金所(自）静岡SAスマート !

料金所(至）静岡SAスマート1料金所(至）浜松SAスマート

21年4月13日

9時43分

通行料金 ￥1， 710－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

1

1

1
21年4月13日

18時 3分 I

通行料金 ¥1, 710－

(ETcｸﾚｼﾞｯﾄ)

車種 l i 車種 l

IA62104-130866-907132⑬繍繭30866-908734@
1取扱番号

｜鰈鯛総蕊欝雑繼:鰹｜鰈獺織蕊鰈鍋紬舞エモ, i
i スで印字されたものです。 ’ スで印字されたものです”

世..－..－..－..－..－..－..－..－..－..－..－.｡－“－．･一口･一・・一口凸一品一..－..＝..－..－..－､･･ 046 !046 1

■
Ｉ
Ｂ
０
■
Ｉ
ｐ
ｇ
ｇ
ｊ
ｐ
ｇ
■
１
５
・
■
Ⅱ
。
。
■
Ⅱ
ロ
。
■
Ⅱ
ｅ
●
８
０
ｅ
●
■
Ｉ
■
■
■
Ｉ
ｏ
ｐ
０
０
Ｄ
Ｄ
■
１
０
０
日
Ｉ
。
■
■
Ｉ
。
。
■
Ⅱ

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

3,420円

案分率(b)

／

100%

…力1口割夏へL 1額(a×b)

3,420円



様式第1－2号

…

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）勿『

整理饗 :号

経費項目 閾壼晁冒･研修費

内 容 電子情報通信学会会費

年月 日 令和3年4月 1日～令和4年3月 31日 金額 13,000円

会の趣旨．

目 的

電子工学および情緬邑信に関する学問，技術の調査，研究および知識の交換を行い， もって学問

技術および関連事業の振興に寄与することを目的とする。

会の活動

内容等

イ．機関誌の発行

ロ．電子工学および情輔重信に関する講演会，討論会，講習会および見学会等の開催

ハ．電子工学および情報通信に関する学術の調査研究

二．電子工学および情錨鼠信に関する規格および標準の制定

ホ．電子工学および情報通信または関連事業に関し功績ある者の表彰

へ．電子工学および情調重信に関する学問，技術の奨励および普及事業

ト．電子工学および情報通信に関する専門図書およU雑誌の刊行

チ．その他目的を達成するために必要な事業

政務活動.

県政との

関連性

奴γl1き'汗ジコノー"也皐琶正＝ヲof上IJ.mV呈取石IUﾉ1月桐又琶天I｣乙） k-.と。、ノヒ』､＝〃己のQo 1目邦＝〆へノー公

の幅広い知見を仕入れるに当たり、当学会への入会は有効であると考える。

別添領収書参照

2021年度基本年会費：13,000円

X添付署籟：定款.及び"硯,則

茱分の埋田

全て政務活動にかかる

ものである

演儒 F金額(a)

13,000円

案分率(b)

／

100％

…刀1口…罠へI ﾛ ロ…、q"、Uノ

13,000円



領収書

No． 2021－1909281

白付 2021/04/15

静岡県議会

良知駿一様

(正員:■■■）

一般社団法人電子情報

事務局長

105-0011東京都港区芝公園ﾖｰ5-8機械振興会館

TEL:03-3433-6691 FAX:03-3433-6659下記の通り、領収致しました。

計合 13,000円

品 名

基本年会費(2021年度）

（良知駿一様分）

課税区分

不課税

消費税数量

1

単価

13,000

金額

0 13，000

考備

4

計 13,000合

備考：

1．金額抹消訂正は無効

2．社印あるいは代表者社印あるいは代表者

､

印なきものは無効



一般社団法人電子情報通信学会定款

(平成23年5月28日第85回通常総会議決）

（平成24年10月18日臨時社員総会変更）

（平成28年6月2日定時社員総会変更）

第I章総 則

(名称）

第1条この法人は,一般社団法人電子情報通信学会 （以下，

「本会」という｡） と称-する。

(代議員制）

2．本会の社員は,概ね正員および正員であった名誉員(以

下， 「正員等」という｡）総数の300分の1の割合を

もって選出される代議員をもって一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律（以下， 「法人法」という｡）

上の社員とする。 （端数の取扱いについては，理事会

で定める｡）

3．代議員を選出するため，正員等による代議員選挙を行

う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会にお

いて定める。

4．代議員は，正員等の中から選ばれることを要する。正

員等は,前項の代議員選挙に立候補することができる。

5．第3項の代議員選挙において，正員等は他の正員等と

等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事

会が代議員を選出することはできない。

6．第3項の代議員選挙は，毎年3月までに実施すること

とし，代議員の任期は， 4月1日から翌年3月31日

までの1年とする。ただし，代議員が社員総会決議取

消しの訴え，解散の訴え，責任追及の訴えおよび役員

の解任の訴え（法人法第2髄条第1項，第268条，第

278条，第記4条）を提起している場合（法人法第

278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている

場合を含む｡）には， 当該訴訟が終結するまでの間，

当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は，

役員の選任および解任(法人法第63条および第70条）

並びに定款変更（法人法第l46条）についての議決権

を有しないこととする)。

7．代議員に欠員力注じた場合には速やかに,補欠の代議員

を選挙することができる。補欠の代議員の任期は任期の

満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

8．正員等は，法人法に規定された次に掲げる社員の権利

を,社員と同様に本会に対して行使することができる。

イ．法人法第l4条第2項（定款の閲覧等）の権利

ロ．法人法第32条第2項（社員名簿の閲覧等）の権利

ハ．法人法第57条第4項(社員総会の議事録の閲覧等）

の権利

二．法人法第50条第6項（社員の代理権証明書面等の

閲覧等）の権利

ホ．法人法第51条第4項および52条第5項.(議決権行

使書面の閲覧等）の権利

へ．法人法第1盟条第3項（計算書類等の閲覧等）の権利

ト．法人法第229条第2項（清算法人の貸借対照表等の

閲覧等）の権利

チ．法人法第246条第3項，第250条第3項および第

256条第3項（合併契約等の閲覧等）の権利

9．理事および監事は，その任務を怠ったときは，本会に対

し， これによって生じた責任を賠償する責任を負い，法

人法第I]2条の規定にかかわらず， この責任は，すべて

の正員等の同意がなければ免除することができない。

(事務所）

第2条本会は，主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章目的および事業

(目的）

第3条 本会は，電子工学および情報通信に関する学問，技術の

調査研究および知識の交換を行い， もって学問，技術

および関連事業の振興に寄与することを目的とする。

(事業）

第4条本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

イ．機関誌の発行

ロ．電子工学および情報通信に関する講演会討論会，講

習会および見学会等の開催

ハ．電子工学および情報通信に関する学術の調査研究

・ 二．電子工学および情報通信に関する規格および標準の

制定

ホ．電子工学および情報通信または関連事業に関し功績

ある者の表彰

へ．電子工学および情報通信に関する学問，技術の奨励

および普及事業

ト．電子工学および情報通信に関する専門図書および雑

誌の刊行 ､

チ．その他目的を達成するために必要な事業

2．前項の事業は,本邦および海外において行うものとする。

第3章会 員

(法人の構成員）

第5条本会に次の会員を置く。

イ．名誉員電子工学および情報通信に関する学問，技

術または関連事業に関し時別の功績があ

り理事会の決議を経て推薦された者

ロ．正員電子工学および情報通信に関する専門の学

識を有し， またはその技術に相当の経験を

有する個人で，本会の目的に賛同する者

ハ．学生員電子工学および情報通信に関係ある課程を

置く学校で,この課程を履修する在学生で，

本会の目的に賛同する者。ただし，大学院

の在学生は正員もしくは学生員となるこ

とができる。

二．特殊員本会の目的に賛同し，個人以外の名義で入

会する者

ホ．維持員本会の行う事業を援助するため入会する個

人または団体で，理事会の決議を経て推虞

された者

1



(会員の資格の取得）

第6条本会の会員になろうとするものは，理事会の定めると

ころにより申込みをし，その承認を受けなければなら

ない。

2．理事会において名誉員に推産されたものは，前項の申

し込みを要せず，本人の承諾をもって会員とする。

第7条会員は．所定の機関誌の配布を受けることができる。

(開催）

第l5条社員総会は，定時社員総会として毎年1回，会計年度

終了後3ケ月以内に開催するほか，必要がある場合に

開催する。

(招集）

第l6条社員総会は，法令に別段の定めがある場合を除き，理

事会の決議に基づき会長が招集する。

2，総代議員の議決権のlO分の1以上の巖決権を有する代

議員は，会長に対し，社員総会の目的である事項およ

び招集の理由を示して，社員総会の招集を請求するこ

とができる。

(経蜜の負担）

第8条会員は，本会の事業活動に経常的に生じる費用に充て

るため，会員になった時および毎年，規則で定める額

を支払う義務を負う。

(任意退会）

第9条会員は．理事会において別に定める退会届けを提出す

ることにより,任意にいつでも退会することができる。

(議長）

第17条社員総会の議長は，会長がこれに当る。

(議決権）

第18条社員総会における議決権は，代読員1名につき1個と

する。

(除名）

第10条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは，社員

総会の決議によって当該会員を除名することができ

る。この場合において‘当該会員に対し、当該社員総

会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ．社

員総会において弁明する機会を与えなければならな

い｡

イ． この定款その他規則に違反したとき

ロ．本会の名誉を傷つけ，又は目的に反する行為をした

とき

ハ．その他除名すべき正当な事由があるとき

2．前項により除名が決議されたときは，当該会員に通知

するものとする。

(決議）

第19条社員総会の決議は，総代議員の議決数の過半数を有す

る代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過

半数をもって行う。

2．前項の規定にかかわらず，次の決議は，総代議員の半

数以上であって,総代議員の議決権の3分の2以上に

当たる多数をもって行う。

イ．会員の除名

ロ．監事の解任

ハ．定款の変更

二．解散

ホ．その他法令で定められた事項

3．理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては，
各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならな

い。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定め

る定数を上回る場合には，過半数の賛成を得た候補者

の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者

を選任することとする。

(会員資格の喪失）

第11条前2条の場合のほか，会員は，次のいずれかに該当す

るに至ったときは，その資格を喪失する。

イ．第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき

ロ．全ての会員が同意したとき

ハ．当該会員が死亡し， または会員である団体が解散し

たとき

二．成年被後見人または被保佐人になったとき

2．代議員たる会員が．前項および第9条，第10条の各

項により，会員たる資格を喪失したときは，代議員た

る地位を喪失する。

第12条会員は，退会しまたは除名された場合，あるいは前条

により会員資格を喪失した場合，既納の金銭物件の返

還を要求することはできない。

(議決権の代理行使・書面決議）

第20条社員総会に出席できない代議員は，他の代議員を代理

人として社員総会の議決権を行使することができる。

この場合において，当該代議員は社員総会ごとに代理

権を証明する書面を提出しなければならない。

2． .社員総会の決議について，書面により議決権を行使す

ることができるとしたときは，代議員は，議決権行使

書面を所定の方法により提出しなければならない。

3．第ユ項および第2項の場合における第19条（決議）の

規定の適用については，その代議員は出席したものと

みなす。

第4章社員総会

(構成）

第13条社員総会は，すべての代議員をもって構成する。

(権限）

第14条社員総会は，次の事項について決議する。

イ．会員の除名

ロ．理事および監事の選任又は解任

ハ．理事および監事の報酬等の額またはその規程 ’

二．貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算

書）の承認

ホ．定款の変更

へ解散および残余財産の処分 ・

卜．その他社員総会で決餓するものとして法令又はこの

定款で定められた事項

(議事録）

第21条社員総会の議事録については，法令で定めるところに

より，譲事録を作成する。

2．議長および議長が指名する出席者2名以上が前項の議

事録に記名押印する。

第5章役 員

(役員の設置）

第22条本会に，次の役員を置く。

イ．理事 20名以上30名以内

ロ．監事 2名以内
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2．理事のうち1名を会長1名を次期会長， 4名以内を

副会長とする。

3．前項の会長および次期会長をもって法人法上の代表理

事とする。

4．会長および次期会長以外の理事を法人法上の業務執行

理事とする。

(競業利益相反取引の制限）

第29条理事が次に掲げる取引をしようとする場合は， その取

引についての重要な事実を開示し，理事会の承認を得

なければならない。

イ． 自己または第三者のためにする本会の事業の部類に

属する取引

ロ． 自己または第三者のためにする本会との取引

ハ．本会力理事の債務を保証すること

二．その他理事以外の者との間における本会とその理事

との利益が相反する取引

2．理事会の承認を得て前項の取引をした理事は，その取

引後遅滞なく， その取引についての重要な事実を理

事会に報告しなければならない

(役員の選任）

第23条理事および監事は,社員総会の決議によって選任する。

2．会長次期会長および業務執行理事はﾛ理事会の決議

によって理事の中から選定する。

3．本会の理事のうちには，理事のいずれか1人およびそ

の親族その他特殊の関係がある者の合計数が，理事総

数（現在数）の3分の1を超えて含まれることになっ

てはならない。

4．本会の監事には，本会の理事（親族その他特殊の関係

がある者を含む）および本会の使用人が含まれてはな

らない。また，各監事は，相互に親族その他特殊の関

係があってはならない。

(役員の本会に対する損害賠償責任の一部免除）

第30条第5条第9項の規定にかかわらず，本会は，役員がそ

の任務を怠ったことによる損害の賠償責任について，

善意でかつ重大な過失がない場合においては，理事会

の決議により，賠償責任額から法人法に定める最低責

任限度額を控除して得た額を上限として免除式ること

ができる。(理事の職務および権限）

第24条理事は，理事会を構成し，法令およびこの定款で定め

るところにより，職務を執行する。

2．会長および次期会長は，法令およびこの定款で定める

ところにより，本会を代表し，その業務を執行し，業

務執行理事は，理事会において別に定めるところによ

り．本会の業務を分担執行する。

3．会長，次期会長および業務執行理事は，毎事業年度に

4ケ月を超える間隔で2回以上， 自己の職務の執行の

状況を理事会に報告しなければならない。

第6章理事会

(構成）

第31条本会に理事会を置く。

2．理事会は，すべての理事をもって構成する。

(職務と権限）

第32条理事会は， この定款に別に定めるもののほか，次の職

務を行う。

イ．本会の業務執行の決定

ロ．理事の職務の執行の監督

ハ．会長．次期会長および他の業務執行理事の選定およ

・ぴ解職

二．規則の制定，変更および廃止

ホ．社員総会の日時および場所ならびに目的である事項

の決定

(監事の職務および権限）

第25条監事は．理事の職務の執行を監査し，法令で定めると

ころにより，監査報告を作成するc

2．監事は．いつでも，理事および使用人に対して事業の

報告を求め， この法人の業務および財産の状況の調査

をすることができる。

(招集）

第33条理事会は，会長が招集し，議長は会長とする。

2．会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは．次期

会長力理事会を招集し，議長を務める。

3．会長あるいは前項次期会長(招集権者)以外の理事は，

招集権者に対し，理事会の目的である事項を示して，

理事会の招集を請求することができる。

4．前項による請求があった日から5日以内に，その請求

があった日から2週間以内の日を理事会の開催日とす

る理事会の招集の通知が発せられない場合には，その

請求をした理事は，理事会を招集することができる。

(役員の任期）

第26条理事の任期は，選任後2年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで

とする。

2．監事の任期は，選任後2年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで

とする。

3．補欠として選任された役員の任期は，前任者の任期の

満了する時までとする。

4．理事又は監事は，第22条に定める定数に足りなくな

るときは，任期の満了又は辞任により退任した後も．

新たに選任された者が就任するまで，なお理事又は監

事としての権利義務を有する。 (決議）

第34条理事会の決議は，決議について特別の利害関係を有す

る理事を除く理事の過半数が出席し，その過半数をも

って行う。

2．前項の規定にかかわらず，理事が理事会の決議の目的

である事項について提案をした場合において，その提

案について議決に加わることができる理事の全員が書

面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

（監事がその提案について異議を述べたときを除く｡）

は，その提案を可決する旨の理事会の決議があったも

のとみなす。

(役員の解任）

第27条役員は,社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等）

第28条役員は，無報酬とする。ただし，常勤の役員に対し

ては，社員総会において別に定める総額の範囲内で，

社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に

従って算定した額を報酬等として支給することがで

きる。
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(議事録）

第35条理事会の議事については，法令で定めるところにより，

譲事録を作成する。

2． 出席した会長，次期会長および監事は，前項の議事録

に記名押印する。

2．委員会等の委員は,会員および学職経験者のうちから，

理事会が選任する。

3．委員会等の任務，構成，運営に関し必要な事項は，理

事会の決議により別に定める。

第10章事務局

第7章資産および会計

(事業年度）

第36条本会の事業年度は，毎年4月1日に始まり翌年3月31

日に終わる。

第44条本会の事務を処理するため，事務局を設置する。

2．事務局には，事務局長および所要の職員を置く。

3．事務局長および重要な職員は，会長力理事会の承認を

得て任免する。

4．事務局の組織および運営に関し必要な事項は，会長が

理事会の決議により別に定める。

(事業計画および収支予算）

第37条本会の事業計画書および収支予算害については，毎事

業年度の開始の日の前日までに，会長が作成し，理事

会の承認を受けなければならない。これを変更する場

合も，同様とする。

2．前項の書類については，主たる事務所に，当該事業年

度が終了するまでの間備え置くものとする。

第ll章公告の方法

(公告の方法）

第45条本会の公告は,電子公告により行う。

2．事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告

をすることができない場合は，官報に掲載する方法に

より行う。(事業報告および決算）

第38条本会の事業報告および決算については，毎事業年度終

了後．会長が次の書類を作成し，監事の監査を受けた

上で，理事会の承認を受けなければならない。

イ．事業報告

ロ．事業報告の附属明細書

ハ．貸借対照表

二．損益計算書（正味財産増減計算書）

ホ．貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算

書）の附属明細書

2．前項の承認を受けた書類のうち． イ号，ハ号， 二号の

各書類については，定時社員縫会に提出し， イ号の書

類についてはその内容を報告し，その他の書類につい

ては承認を受けなければならない。

3．第1項の書類のほか，次の書類を主たる事務所に5年

間備え置くとともに, ,定款社員名簿を主たる事務所

に備え置くものとする。

イ．監査報告

第I2章補 則

(委任） ・

第46条この定款に定めるもののほか，本会の運営に必要な事

項は，理事会の決議により別に定める。

附 則

1． この定款は，一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律及び公益*+団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第]21

条1項において読み替えて準用する同法第106条第1項

に定める一般*+団法人設立の登記の日から施行する。

2．本会の語寸当初の役員は，第23条および第26条の規定

にかかわらず．次の通りとする。

会 長：安田浩

業務執行理事：吉田進， 中嶋信生，北山研一，喜連川優，

問瀬憲一，江村克己，西原明法．太田直久，

小林岳彦，今井浩，斎藤洋，澤田寛，

本島邦明．荒川薫，佐々木繁， 酒井善則，

持田侑宏，三木哲也．貴家仁志． 山本博資．

萩本和男， 田中良明，小山二三夫，荒木純道，

， 石田亨．萩田紀博

監 事：村上篤道，木戸冊T緋

3．一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社

団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律第l21条1項におい

て読み替えて準用する同法第1脆条I項に定める特例民

法法人の解散の登記と，一齢持田法人の設立の登記を行

ったときは，第36条の規定にかかわらず．解散の登記

の日の前日を事業年度の末日とし．設立の登記の日を事

業年度の開始日とする。

4． この定款の施行後最初の代議員は，第5条第2項から第

7項と同等の方法で予め行われる代議員選挙において最

初の代議員予定者として選出された者とする。

(剰余金の処分制限）

第39条本会は，剰余金の分配を行うことはできない。

第8章定款の変更および解散

(定款の変更）

第40条この定款は．社員総会の決読によって変更することが

できる。

(解散）

第41条本会は．社員総会の決議その他法令で定められた事由

により解散する。

(残余財産の帰属）

第42条本会が清算する場合において有する残余財産は，社員

総会の決議を経て．公群+団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は

国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

附 則

1．本定款の変更は，臨時社員総会（平成24年10月18日）

の終結後施行する。

附 則

1．平成28年6月2日定時社員総会における本定款の

変更は， 同定時社員総会の終結後，施行する。

第9章委員会等

第43条本会の事業を推進するために必要あるときは，理事会

の決議により，委員会，必要な地域に支部，必要な活

動分野毎にソサイエテイ （以下，委員会等という）を
置くことができる。
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一般社団法人電子情報通信学会規則

(平成23年5月28日第85回通常総会議決）

（平成24年2月20日理事会一部改正）

（平成24年4月16日理事会一部改正）

（平成24年7月23日理事会一部改花）

（平成27年2月16日理事会一部改X)

（平成28年5月17日改正）

（2018年5月21日改正）

第1章会員，称号及び入会 なければならない。入会は毎月1日付とする。ただ

し，次の場合は入会金を免除できる。

イ．学生貝として入会する者

ロ．理事会が認めた他学会の会員である者

ハ．特別な事情があると理事会が認めた者

2．購読会員，維持員の入会金はこれを要しない。

3．年会費等には，基本年会費，第7条に規定するソサ

イエテイ追加登録費及びグループj自加啓録費，並び

に別途規定する本会刊行物オンライン版の購読オプ

ション料等が含まれる。これらは．入会時期、追加

登録時期， あるいは購読オプション開始時期等によ

らず，一律とする。

4．年会費等に対する各種割引制度は，個別に理事会で認

めた場合を除いて，基本年会費のみに適用するものと

し､会員にとって最も有利な割引1つだけを適用する5

条年会喪等と配布機関誌は次のとおりとする。

ｲ.正員

正貝としての基本年会費は13,000円とする。正員

には会誌（冊子体及びオンライン版)が配布され、

また希望する一つのソサイエティに登録され、そ

の論文誌（オンライン版)が配布される。ただし、

学生員が卒業等で学生員から正員に移行する場合

に、基本年会費を卒業等の後2年間に限り半額に

割り引く （博士課程修了の者は除く)｡

なお、外国籍を有しかつ海外に在住する正員が．

会誌（冊子体）の配布を希望しない場合の基本年

会費は7,000円とすることができる。また，外国

籍を有しかつ海外に在住する正員の基本年会費に

ついて， シスターソサイエティ協定等に基づく割

引をすることができるb

ロ．学生員

学生員としての基本年会費は4,500円とする。学

生員には会誌（オンライン版）が配布され、希望

する場合は会誌（冊子体） も配布される。また希

望する一つのソサイエテイに登録され，その論文

誌（オンライン版）が配布される。

なお，外国籍を有しかつ海外に在住する学生員が，

会誌（冊子体）の配布を希望しない場合の基本年

会費は2,000円とすることができる。また、外国

籍を有しかつ海外に在住する学生員の基本年会費

について， シスターソサイエテイ協定等に基づく

割引をすることができる。

ハ．購読会員

基本年会費を釦.咽円とし.,希望する者に会誌（冊

子体）が配布きれる。また，会誌論文誌， その他

本会刊行物のオンライン版の少なくとも1つ以上を，

別途定めるオプション料金で購読するものとする。

第1条会員の種別，呼称及び資格は定款第5条による。

他は本規則による。

第2条大学卒業以上， またはそれに準ずる学識または技術の

経験を有すると認められる会員は正員とする。

2．学生員であった者が，当該学校を卒業または修了した

とき， これを正員とする。

3．正員として入会する者は，名誉員又は正員1名の推

薦を要する。ただし､推薦者が身近にいない場合には，

担当理事等が，提出された本会入会希望理由，研究

分野及び略歴などの情報を参考に審査を行い，適切

と判断した場合には入会申請を受け付ける。

4．学問・技術または関連する事業に関して継続的な貢献が

認めら札本会への貢献が大きい正員に対し，事会の承

認を得て会長がシニア会員の称号の証を贈呈する。シニ

ア会員の推薦基準及び手続きは別途これを定める。

5．学問・技術または関連する事業に関して顕著な貢献力認

められ，本会への貢献が大きいシニア会員に対し、理事

会の承認を得て会長がフェローの称号の証を贈呈する。

フェローの推薦基準及び手続きは別途これを定める。

6．名誉員は別に定める基準により，理事会の決議を経て

会長力誰薦し，次期の社員総会または適当な機会にお

いて推薦状を贈呈する。

第3条文部科学省あるいは都道府県など所轄庁認可の大学，

短期大学，高等専門学校，高等学校及びこれらに

準ずる学校に在学する会員は学生員とする。

2．前項に掲げる各学校及び大学院に在籍する正員は．本

人の申し出により学生員となることができる｡ただし、

いわゆる勤労学生以外で．企業団体，学校その他

組織・機関等に所属し給与等の報酬を得ている者（社

会人学生）は，学生貝にはなれないものとする。

3．学生員として入会する者は，学生の身分を証明する書

面の写しと,名誉員あるいは正員1名の推薦を要する。

ただし，名誉員あるいは正員の推薦が困難なときは，

所属する学校の教員1名の推薦によることができる。

4．第2条第2項によらず‘学生貝が当該学校を卒業又

は修了後も，引き続き第1項に掲げる各学校あるい

は大学院に在籍する場合は，学生の身分が継続する

ことを証明する書面を添えて申し出ることにより．

学生貝を継続することができる。

第4条 （削除）

第6条

第2章入会金及び会費等

第5条入会する者は，当該会員資格の初年度年会費等，及

び入会金（基本年会費の20%に相当する額）を納め
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、二．維持員

1口45.OOO円とし，所定の機関誌が配布される。

ホ．外国籍を有する正員，学生員に対してその居住する

国または地域によって，基本年会費を50％減額す

る支援を与えることができる。対象国，地域等の

設定については別途定める。

へ．名誉員‘正員，及び学生員は，会誌及び論文誌以外

窓本会力喪供する本会刊行物のオンライン版を，

別途定めるオプション料金で購読できるものとする。

第7条名誉員，正員，及び学生員は，いずれかのソサイエテイ

に属さなければならない。また，希望により他のソサ

イエティに追加登録することができる。

イ．正員

ソサイエテイあたりの追加登録費（年会費）は

3,500円とする。

ロ．学生員

ソサイエテイあたりの追加登録費（年会費）は

2,000円とする。

2．グループに参加するものは、グループの定めるi自加吾

録費（年会費）を納めるものとする。

3．年度途中では， ソサイエテイの追加登録あるいはグル

ープへの登録のみが可能であり， これらの登録削除

やソサイエティの登録入替えは出来ないものとする。

第8条名誉員及び退任した会長は，会費を要しない。

2．当該年度において年齢が満70歳以上の者で．継続し

ての在籍年数と年齢の和が110に達し，本人が11月

末日までに申請した場合は，理事会の承認を得て翌

年度からの基本年会費を免除する。なお，該当する

会員を終身会員と称し，その証として正員（終身）

等と記した会員証を贈呈する。ただし， 申請時に当

年度基本年会費の未納があってはならない。なお、

会誌(冊子体)は,希望する終身会員に対して有償(年

額3,000円）で配布することとする。

3． 当該年度において年齢が満65歳以上で，かつ継続し

ての在籍年数が20年以上の者が年金以外に収入がな

く，本人が11月末日までに申請した場合は，理事会

の承認を得て翌年度から3，“0円の基本年会費の減

額を認めることができるものとする。ただし， 申請

時に当年度基本年会費の未納があってはならない。

4．災害罹災を含め，その他特別の事情がある場合は、理

事会の承認に基づき年会費等の減額あるいは免除をす

ることがある。

第9条維持員を除く会員が納める年会費等は年額の前納を原

則とし，複数年分を一括納入することもできる。

2． 同一組織等に所属する5人以上の名誉員，正員及び学

生員が，あらかじめ責任者を定め，その責任者によっ

て年会費等の納入機関紙の配本等の事務手続きを一

括して行う場合は,グループ扱いとすることができる。

グループ扱いに関する細則については，別途定める。

3．年会費等に過払いがあった場合，原則として翌年度以

降の年会費等に充当し，返金は行わない。ただし，定

款第9条に基づく任意退会時には、手数料3,"O円を
控除して残額がある場合，その残額を返金する。

第10条年会費等の滞納が3か月以上に及ぶときは，当該年会

費等が完納されるまで，機関誌の配布停止を含め対

応する会員の各種権利を停止する。

2．停止した機関誌は‘年会讃等を完納した場合でも，配

布を受けられないことがある。

第11条基本年会費の滞納が1か年以上に及ぶときは，会員資

格を喪失する。

第12条会員資格を喪失した者で，再入会を希望する者は理事

・会の決議を経て，再入会を認めることがある。

2．前項において.定款第9条に基づいて任意退会した者は”

随時再入会を認めることができる。その場合において．

会員でなかった期間の基本年会費相当額を全額支払っ

たときは復会として扱うものとし．復会した者は会員

でなかった期間も継続して会員であったものとみなす。

3．第1項において，定款第11条第1項イ号により会員

資格を喪失した者は，過去の会費支払い義務不履行に

対して別途定める追徴金を支払うことにより、再入会

を認めることがある。その場合において．会員でなか

った期間の基本年会費相当額を全額支払ったときは

復会として扱うものとし，復会した者は会員でなかっ

た期間も継続して会員であったものとみなす。

第13条年会費等は，年額1回納入とし，分割納入は出来ないも

のとする。なお､複数年分を一括納入することもできる。

第3章役員，代議員

第14条（削除）

第15条次期会長は，次年度に会長となる候補者となり，会長

を補佐する。任期は．原則として，選任後1年以内に

終了する事業年度に関する定時社員総会の終結の時ま

でとし，理事としての任期は定款第26条による。

第16条次期ソサイエテイ会長は，次年度にソサイエテイ会長と

なる候補者となり， ソサイエテイ会長を補佐する。本条

でのソサイエティ会長及び次期ソサイエテイ会長の役職

に関する事項は，理事を選出する資格を理事会で認めら

れたソサイエテイの当該役職に関するものであり，役職

毎の任期は，原則として，それぞれ選任後1年以内に終

了する事業年度に関する定時社員総会の終結の時までと

し，理事としての任期は定款第溺条による。

第17条副会長として，学術強化並びにそれらを活用した増収

施策などに関連する事項の担当(学術強化担当と言う）

と，学会運営・組織強化並びに学会財務などに関する

事項の担当（学会運営･組織強化担当と言う）を置き，

各2名ずつで分担する。

第18条会長次期会長及び副会長を除く理事の職務分担は，

次のとおりとする。本条のソサイエティ会長及び次期

ソサイエテイ会長に関する規定は，理事を選出する資

格を理事会で認められたソサイエテイの当該役職に適

用きれる。

総務 庶務，及び他理事の所掌に属さなし零項

会計 会計に関する事項

編集 編集に関する事項

企画 企画研究に関する事項

調査 調査研究に関する事項

ソサイエテイ会長 ソサイエティに関する事項

次期ソサイエテイ会長ソサイエテイに関する事項

編集長 編集に関する事項

企画戦略室長 政策・運営に関する事項

規格調査会委員長 規格調査に関する事項

第19条定款第5条第2項から7項に定める代議員を選出する

ための選挙細則は，理事会の決譲を経て，別途定める。
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2．代議員は会員を代表して社員総会の構成要員となり，

審議に参画し，銭決権を行使する。

第8章大会及び講演会，購習会等

第36条本会は，単独または他の学会と連合して毎年1回以上

大会を開く。ただし．理事会の決議により休会するこ

とができる。

第37条各ソサイエテイならびにグループは，単独もしくは他

のソサイエテイならびにグループまたは他の学会と連

合して毎年1回以上ゾサイエテイ大会またはグループ

大会， あるいは各ソサイエティまたはグループで定め

るこれに代わる大会を開く。ただし． 当該ソサイエテイ

ならびにグループの最高決議機関の決議により休会す

ることができる。

第38条本会または本会の各ソサイエテイ，グループ、その他

の委員会は，単独または他の関係団体と連合して、講

演会，討論会．講習会，研究発表会等を開催できる。

その開催にあたっては，予算等について理事会または

各ソサイエテイならびにグループの最高決議機関の承

認を必要とする。

2．前項の会合は．機関誌その他の方法により，会員に通

知する。

第4章緬集長，企画鞭略室長，規格調査会委員長及び事務局

第20条編集長は定款第4条イ号及びト号に係る事業を企画，

実行するため必要な委員会を組織し主宰する。

2．編集長は‘編集理事と協議して編集に係る諸規程の起

案または改訂案を作成し， これを理事会に発議する。

3．会長は，理事会の決議を経て，編集を分担する理事を

補佐するため．編集特別幹事を置くことができる。

第21条企画戦略室長は本会の政策・運営に関する事項を検

討し， これを理事会に発議する。

第22条規格調査会委員長は，定款第4条ハ号及び二号を実行

するために，必要な事業計画を立案し，実行するため

の規格調査会を組織し主宰する。

2．規格調査会委員長は，調査理事と協議し，規格調査に

係る諸規程の起案または改訂案を作成し， これを理事

会に発議する。

第23条会長は．理事会の決議を経て，事務局長を任免する。

事務局長は会長の命を受け，事務局の組織，人事を管

掌する。

第24条事務局長及び職員は有給とする｡

第25条本会の活動に係る重要事項に関し，業者等との役務の

提供を受ける契約を行うときは､事務局長がその企画・

立案を行い，担当理事の了承のもとに理事会において

その承認を受ける。

第9章機関誌，図書

第39条会誌、論文誌（オンライン版）ならびに定期的に発行

する印刷物及び印刷以外の媒体による発行物を機関誌

という。

第40条毎月1回会誌を発行して，会員に配布し， また一般に

販売する。

第41条各ソサイエティは論文誌（オンライン胴を発行して,

当該ソサイエティの会員に配布し､また一般に販売する。

第42条必要に応じ，電子工学及び情報通信に関する学理ま

たは応用に関する専門図書（印刷物及び印刷以外の

媒体による発行物）を編集し、刊行する。

第43条次のものに機関誌及び本会刊行の図書等を寄贈する。

イ． 国寸国会図書館

ロ．その他理事会の決議によって定めたもの

第44条理事会の決議により．国内外の次のものと機関誌等の

交換を行うことができる。

イ．電子工学及び情報通信に関する学科を有する大学

ロ．電子工学及び情報通信に関する研究所

ハ．関係学協会

二．その他特に必要ある文献の刊行者

第5章役員候補者の選挙

第26条役員候補者の選挙は，別に定める手順により提出期日

までに投票することを要する。

第27条役員候補者の選挙の投票の開票及びその計算は，会長

の責任において行い，各得票数を決定する。

第28条当選者は．得票数により会長が決定するc

2．得票が同数である場合は，年長順によって当選者を決

定する。

第29条会長は，当選した役員候補者に対し，その旨を通知し

て,社員総会以前に役員候補者としての承諾を求める。

第6章委 員 会

第30条本会の事業の円滑な運営を図るため，理事会の決議を

経て必要な委員会をおくことができる。

第31条前条による委員会に委員長を置く。

2．委員長は．理事会の決議を経て会長が委嘱する。

第32条委員長は，理事会に出席し，その所管する事項につき

報告し，意見を述べることができる。

第33条委員会に関する規程は､理事会の決議を経て別に定める。

第10章謝礼，謝金及び経費

第45条本会に金銭または物件を寄付したものには謝状を贈呈

する。

第46条本会の主催する講演会の識寅者，機関誌への寄稿者，刊

行図書の執筆者等に対しては， 別に定める基準により謝

礼を贈呈することができる。

2．本会の会議及び集会に出席した者に対し，別に定める

基準により，交通費等の必要経費の一部を支給するこ

とができる。

3．本会が主催し， または共催する研究会，国際会議，委

員会等に出席した者に対し，謝金または交通費等の必

要経費の一部を別に定める基準に従い，各委員会．組

織‘会合等の開催責任者たる長の判断で支給すること

第7章事業計画及び収支予算，事業報告及び決算

第34条次年度の事業計画書及び収支予算書は，毎事業年度の

開始の前日までに理事会の承認を得ることを要する。

第35条当該年度の事業報告及び決算については，毎年定時社

員総会前の理事会に提出することを要する。
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ができる。

4．その他理事会において必要と認めた場合に謝礼を贈呈

することができる。

において承認を得るものとする。

第59条支部は理事会承認を経た収支予算書に基づき，支部事

業計画を遂行するものとし，決算時に清算することに

より，繰越金を保有しない。

第60条支部長は，毎年2月中に次年度の事業計画案及び収支

予算案を， また毎年4月末日までに前年度の事業報告

及び決算書類を、会長に提出するものとする。

第11章表彰，奨励

第47条電子工学及び情報通信に関する学術， または関連事業

上特別の功労があった者， または重要なる発明をなし

た者は，理事会の決議により表彰する。

第48条電子工学及び情報通信に関する特に優れた学術論文の

著者は，理事会の決議により表彰する。

第49条電子工学及び情報通信に関する学問及び技術の有益な

研究をなす者には．理事会の決議により奨励賞等を贈

呈する。

第14章ソサイエティ等

第61条ソサイエティに関する規程は． ソサイエテイにおいて

定め，理事会の承認を得るものとする。

第62条ソサイエテイ会長は， ソサイエテイの会務を総理し，

ソサイエティを代表する。

2． ソサイエテイ会長に事故があるときは，次期ソサイエ

テイ会長がその職務を代行する。 ・

第63条ソサイエテイ委員候補者の選出方法．任期等は。 ソサ

イエティにおいて定める。

2． ソサイエテイ委員候補者は3月末日までに選出し，理

事会において承認を得るものとする。

第64条ソサイエテイは理事会承認を経た収支予算書に基づ

き， ソサイエテイ事業計画を遂行するものとする。

第65条ソサイエテイ会長瞳毎年2月中に次年度の事業計画案

及[脚Ⅸ支予算案を， また毎年4月末日までに前年度の事

業報告及び決算書類を,会長に提出するものとする。

2．理事を選出する資格を持たないソサイエテイの次年度

の事業計画案及び収支予算案に関しては、前項の規定

は．当該ソサイエティと共同運営を行う理事券選出す

る資格を理事会で認められたソサイエテイの会長の責

任とする。

第66条ソサイエテイに準ずる研究集団として，理事会の決議

を経てグループを置くことができる。

第67条グループに関する規程は．グループにおいて定め，理

事会の承認を得るものとする。

第12章会 計

第50条毎月の収支状況及び資金現在高は，会計理事がこれを

謁屋し，四半期ごとにまとめて理事会に報告する。

第51条各ソサイエテイ及びグループの財務状況は，各ソサイ

エティの会長及びグループの長がこれを掌握し，四半

期ごとに当該会計責任者が会計理事に報告する。会計

理事はこれを理事会に報告する。

2．理事を選出する資格を持たないソサイエテイについて

は．前項の規定は，当該ソサイエティと共同運営を行

う理事を選出する資格を理事会で認められたソサイエ

テイの会長の責任とする。

第52条会計事務を引継ぐときは,会長が引継調害を作成の上，

、監事の承認を受け， これを次期会長に引継ぐものとす

る｡ソサイエティ及びグループにおいても同様とする。

第53条本会の会計処理は，法令，定款本規則及び公益法人

会計基準等に基づき,別に定める会計処理規程による。

第13章支 部

第54条各支部に、次の支部運営委員を置く。

イ． 支部長 エ 名

口． 支部庶務幹事 2名

ハ． 支部会計幹事 2名

二・ 支部委員 若干名

なお、上記に加えて次期支部長1名を置くことがで

きる。

次期支部長は次年度に支部長となる候補者となり、役

職毎の任期は、原則として、それぞれ1年とし、委員

としての任期は通算2年とする。

2．支部委員数は．理事会の決議によって会長が定める。

第55条支部長は､支部運営委員会を招集してその議長となる。

2．支部長は、支部の事務を統括する。

3．支部長に事故があるときは、支部長があらかじめ指名

した支部幹事､または支部委員がその職務を代行する。

第56条幹事は、支部長の命を受け、支部の事務の執行を補助

する。

第57条支部に関する規程は、支部において定め、理事会の承

認を得るものとする。

第58条支部運営委員候補者の選出方法、任期等は、支部にお

いて定める。

2．支部運営委員候補者は3月末日までに選出し，理事会

第15章補 則

第68条本規則の改廃は，理事会が行う。

第69条各種の規程は，理事会の決議を経ることを要する。

付 則

l.この規則は，一般社団法人電子情報通信学会設立の登

記の日から施行する。

付 則

l. この規則の改正は，平成"年度会喪から適用する。

付 則

1． この規則の改正は，平成24年7月23日から適用する。

2．但し．第2条第5項（フェロー称号贈呈）について，平

成"年までは，正員を対象とすることができる。

付 則

1．平成”年2月16日の改正は，改正日から施行し，平成

26年lO月1日に遡及して適用する。

付 則

1．平成銘年5月17日の改正は，改正日から施行する。

2．平成28年度の体制においては,新任副会長2名(在京／

地方選出）は，在京選出副会長は学術強化を．地方選

出副会長は学会運営・組織強化を担務する。

4



3．下記の変更については，平成28年6月2日開催予定の

定時社員総会における准員廃止の定款変更の承認を停
止条件とする。

・第4条：削除

・第6条：ハ号の削除，へ号の「准員」削除，二号・

ホ号・へ号の号記号変更

・第7条：ハ号の削除，二号の「准員」削除と号記号

変更

付 則

l. 2018年5月21日の改正は改正日から施行するものとし．

下記第2項に示すものを除き施行日から適用する。

2. '本改正により，会員種別、会員サービス及び年会費等に

関する条件変更があるもののうち， 2018年度中は移行

期間となるものについては, 2018年度は本改正前の各

条件で継続連用するものとし，適用は"19年4月1日

からとする。

5



様式第1－1号

-F7Z､

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

轄理番号

経費項目 調査研究費･珊彦費･匝爾扇圖･雰調誇働費･会議費･資料ｲ鰄費･資粥臆入費･事務費･藷弼漬･人件費

内 容 県政報告書を郵送

年月 日 令和3年4月 15日 金額 390円

目的
県政報告書を発送

使途
郵送料

I

政務活動

県政との

関連性

1

〃鋸ﾛ佑暑ロト型

型

些引

I

鉤.、

｡、､E只叶入言う1口'|､｣1千’"／

’

1

細江湖東
簡易郵便局 ！

(053.)523-1478 1

毎度ありがとうございます

3年4月15日

切手 ¥390

合言十 ¥390

お預り ￥500

お 釣 ¥110 .

11:2州
I

1

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

390円

案分率(b)

／

100％

1.河口翠罠へ卜 j額(a×b)

390円



様式第1－1号

ヂー/3轄琿番号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）笏？

I
､、E貝↓Ⅸ言只ロ1，｣1千〃’

I

一＝－b一一

領収書 良知駿一 様

灘議鶏議蕊瀧蕊蕊 3鯛欝迩學垂§
宅配; ■季拭鋸

但し リニアPT視察パス代として

令和3年4月28日上記正に領収いたしました。

静岡県議会ふ塁〈に震ｸ豊鰯

瘤唾

経費項目 認･研崖･広聴広報費･需淵誇鹿情･会議費･資料憾費･資料購入費・事務費･藷濡漬･人件費

内 容 リニアPT視察

年月 日 令和3年4月l9日 金額 20,000円

目的
11z=-F~T童笛百斤王目+淵*目室
〆 グーーーJ″ﾛﾉｰｰU凹〆J，

使途
交通費(リニアPr視察バス㈹

政務活動．

県政との

関連性

る課題に実際に直面している岐阜県御嵩町を視察、情報交換を行った。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

20,000円

案分率(b)

／

1●00％

政務活動費支出額(a×b)

20,000円



様式第2号

県外調査概要書

令和3年5月3日

会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ

良知駿一

目 的
岐阜県リニアエ事箇所現地視察

年月 日 令和3年4月19日

半日

所” 可児市文化創造センター・御嵩町（工事現場） ・岐阜県庁

内 容

1行程

浜松SA－－豊田東JCT－可児御嵩IC-I可児市文化創造センター】－【御

嵩町（工事現場)】－可児御嵩IC-美濃関JCT~ｲ咬阜各務原IC一【岐阜県

庁】一岐阜各務原IC－豊田東JCT－浜松SA

2応対者

■■■■氏･岡本孝子御嵩町議･ 氏･岐阜県都市交通局湯澤局
長・岐阜県公共交通課リニア推進室伊藤課長

3聴取内容

【塩坂氏によるバス車内での講話】

● ボーリング調査

＞透水係数

1秒間にどれだけ水が移動するか

＋南アルプスの岩体では使えない（ダルシーの法則）

● トリチウムで地下水年齢

＞柿田川は30年前の富士山の水

●大井川・コアボーリング

＞ 690～700mの破砕帯がある可能性

> 10mの破砕帯はおそらく薬液注入では止められない

＞ コアボーリングをすると、静岡県側から掘れない理由がなくなる可



様式第2号

能性が出てくる

各地の状況

＞東京都

十大深度法

地下50m以下の権利を放棄させる

＞神奈川県

＋ リニアの車庫が作られる

街が分断される

＞ 山梨県

＋地下水の枯渇

＞長野県

＋埋蔵文化財

＋残土処理

＞岐阜県

＋汚染土

ヒ素等

＞愛知県

◇亜炭の採掘跡

●

【岡本町議講話（可児市文化創造センター)】

● JR東海がリニア建設に伴う残土の恒久処分を御嵩町に打診。

●残土には重金属が含まれて土壌を汚染する恐れがある。

＞国としては、残土は産廃ではない。

●御嵩町は以前にも産業廃棄物処分場計画が問題になったことがあるた

め、慎重な対応を求める声がある。

●町長はJRに水道・道路等インフラ整備をしてほしかったが、JRはゼロ

回答。

●町民はあまりリニアのことを知らない。

＞高齢化、新聞で知ったくらい

● 岡本町議は平成27年より町議会で度々質問。

● 自治体の残士はその自治体で処分の流れ

(トンネル



様式第2号

内）

● 2FeS2 (黄鉄鉱)+702+2H20→2FeSO4 (硫酸第一鉄）

+2R,SO4 (硫酸）

● 2FeSO4 (硫酸第一鉄)+H2SO4+1/202 -→Fe2(SO4)3(硫

酸第二鉄)+H20

● Fe2(SO4)3 (硫酸第二鉄)+6H20-→2Fe(OID3 (水酸化第

二鉄)+3H2SO4 (硫酸）

東海環状自動車道トンネル掘削残土による久々利川流域水質汚染事件

（2003年）

＞酸性汚染水で青白色に染まる

◇カドミウム・銅

＋稲作を中止

＞愛知万博（2005年）に間に合わせるために突貫工事

●

【御嵩町リニアエ事現場】

●工事ヤード

●残土置き場

● JRが元ゴルフ場含む町有地を購入

●視察場所付近を流れる押山川の水質も危険ではないか？

●地元は全て地下を通してほしかったが、 JRは名古屋までの勾配がとれ

なくなるため拒否

【湯澤氏・伊藤氏リニア推進室意見交換（岐阜県庁)】

●東濃を窓口とした地域振興・公共交通整備

＞ 県内の循環を目指す

● JRとはキャッチボールができている（とのこと）

＞何かあったら地元には説明するようにJRに依頼している

●岐阜県には推進する立場の担当課と規制する立場の担当課がある

● リニア関連予算約2,700万円

4県政への反映

残土の置き場だけではなく、残土に含まれている有害となる物質を処理する

問題が出てくる。大井川の水量がクローズアップされているが、残土も問題

なのだということを県民に伝えていく必要がある。

静岡県以外の他県の自治体においても問題が顕在化している。それらの自治

体と連携してJR東海に問題を認識させていかなければならないのではない

か。

*本概要書は、県外における調査研究活動のために政務活動費を支出した場合に提出する。



様式第1－1号

整理番号 I 喉－/4

支出証拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

経費項目 羅羅胃･研修費･圃紘報費･雰誠|誇勵資･会議費･資料作成費･資糊葺入費･事務費･謁銅漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和3年4月22日 金 額 4,660円

目的

骸当項目に談1月、
部局事業ﾋｱﾘﾝダ･地元要望活動･倭派丙羅珂吾司･政務活動資料の整理

使途

帽亥当項目にﾒ1月]）
辰通詞･宿泊費･駐車料

政務活動.

県政との

関連性

骸当項目に丸帥

・ 地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

・ 確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

司会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。
く領収書貼付枠＞

利用票参

■

１
１

I
■I

浜松一静岡2,330円

静岡一浜松2,330円

こ
の
ご
利
用
票
は
き
つ
ぷ
で
は
あ
り
ま
せ
ん

ご
利
用
票
で
は
改
札
□
は
通
れ
ま
せ
ん

’
癖…

こ
の
ご
利
用
票
は
き
っ
ぷ
で
は
あ
り
ま
せ
ん

ご
利
用
票
で
は
改
札
口
は
通
れ
ま
せ
ん

2,330円十2,330円＝4,660円

年4月22日

由席

-amm両面、－
年4月22日
､33n qnnlﾉヱﾜ1，q:斤ｫ4,属､､7

兵松し静岡

由席

f隅ﾛ可 理』監1t…鹿剖I器樗:‘聖＝昂…＝、

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

4,660円

案分2 E(b)

／

100%

＝…H…具閂醒､α"、Uノ

4,660円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

へ

轄理番号

経費項目 調査研究費･研修費･腫爾扇圃･霊欄誇踵謄･会議費･資糊賊費･資張鵬入費･事務費･弱知漬･人件費

内 容 会派オンライン県政報告会

年月 日 令和3年4月25日 金 額 4,660円

目的
報告会場設営・運営

使途
交通費

以1万i貞男U・

県政との

関連性

云〃K〃ﾕRFエト屋且Xソ応はハノLごﾉﾋｰ歩示｣里,V一入Ⅵヲof直罫｣江診〆’一フーイ、ン1，」一k.示屋Iｰ羊Ⅸrコソ句。

く領収書貼付枠＞

利用票参

浜松静岡2,330円

静岡一浜松2,330円

2,330円十2,330円＝4,660円

I

錨

=I
こ
の
ご
利
用
票
は
き
つ
ぷ
で
は
あ
り
ま
せ
ん

ご
利
用
票
で
は
改
札
□
は
通
れ
ま
せ
ん

X錫： ﾚｲｱ『ｿ7．御¥町膨"/し（静間棒区御幸町）
※瀦勤槻籍:郷愁証拠書 3年学月整理番号学－6参照

■

こ
の
ご
利
用
票
は
き
っ
ぷ
で
は
あ
り
ま
せ
ん

ご
利
用
票
で
は
改
札
□
は
通
れ
ま
せ
ん

21年4月25日
¥7qqn qnnl/雫ﾜTnR蔀雨噴､､貢

静岡レ浜松

自由席

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

4,660円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,660円



様式第1－1号

整理番号 ｜ 卓一/ら

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）從才

経費項目 調査職費･研修費･圃鉱報費･霊綱誇潅積･会議費･資料f賊費･認･事務費･事務所費･人件費

内 容 新聞購読(2021年4月分）

年月 日 令和3年4月 1日～令和3年4月 30日 金 額 930円

目的
|胃認IX=

使途 Iしんソ､ル‘〃''六」レジ踵"“ノ

政務活動．

県政との

関連性

日々の社会の情勢を調査し県政に生がj-b

く§､ﾛ貝1{瘡男向1,｣午F〃

Ｆ
ｌ

辰

．
１
町

｢

! ‘良知駿一
【 画

1
冊

【

様
…~自新闇貞雑誌巷ご二重ご_~ごニニ整数宴一一部数金額

｢しんぶん赤旗｣日曜版 * 1 930

I 稲I＝一一J 『ﾉ』且！

言~I

.'

醜

‐ ‘・領収書 一 ．

930円

2021 年 4月分

上記の金額たしがにいただきました。
ありがとうございました。 、j 4

l 日本共産党西部地区委員会 ： .；
i,' 〒433-8122
4

1 子印は税率8％

夕

＝ r

浜松市中区卜島2-13-17 -
TELO53-474-2145

■§“な」塔
L 『 ． ． 浜 ． ． 〃」 」

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

930円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

930円



様式第1－1号

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）堤6

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

－"－－ハーノ Ⅲ 一"、一ﾉ■ ､ ' 一Jマーーェ'一. ● ■ 『 0＝" ． ｡ □ ､

整理肴
と【．

｢万一

経費項目 調査研究費･研修費･圃紘報費･雰調靜働費･会議費･資料作成費･震岡･事務費･弱諦費･人件費

内 容 新聞購読(2021年4月分）

年月 日 令和3年4月 1日～令和3年4月 30日 金 額 7,550円

目的
情報収集

使途 "' '引嬬ロル'罰 （静岡釧腐| , u'牛､諏ﾉ”ﾉ順J ノ

基4力1口割

県政との

関連性

日々の社会の情勢を調査し県政に生かす6

､､､E只州八壱視口．r｣1千〃／

1 6

1

領収証（口座振替）
支店 区域 煩路 NQ

恐"恩蜂です020=

株式会社 ニュ
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様式第1－1号

整理番号 ｜｜ ヂー/8

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）堤7

経費項目 調剖暁費･研修費･広聴鰯費･雰調誇翻費･会議費･資料ｲ賊費･資料購入費･厘逼･事務所費･人件費

内 容 自動車リース料（令和3年4月分）

年月 日 令和3年4月 1日～令和3年4月 30日 金 額 19,402円

目的

使途

淫4力1口割

県政との

関連性

＜面貝収言貝占1寸可芋沙

別添通帳コピー参照

(引き落とし日雑7）

月額リース代39,204円のうち、対象外経費(自動車重量税)を除いた38,804円(熱の1/2相当額を

請求する。

38,804円×1/2＝19,402円

※リース料支払総額3,293,136円一対象外経費(自動車重量湖33,600円=3,259,536円

3,259,536円÷84回分割＝38,804円

私用で按分

領収書金額(a)

38,804円

案分2 z(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

19,402円
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’(全ﾌ弓件） 並べ畳え：

番号 日付

壹臺 日1丁 逼要 －4王

お支払い金額 石預り金額 差引残高

一
卿
一

■
■
■
一
一
一
二
一
■
一
■
ヨ
■
一
・
一
一
口
二
三
一
一
・
一
■
一
■
一
崎
一

露

．
一
Ｗ
一

銅
一
口
》
旧
一
旧
一
旧
そ
旧
旧
口
口
ロ
ー
ロ
ー
Ｅ
ｕ
ロ
ー
】
一
旦
準
一

一

準
一

ﾒモ

■
１
１
１
１
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
■
口

声
声
一
声
声

ロ ■
一
・
一
・
一
・
一
・
一
・
一
・
一
■
一
・
一
・
一
・
一
・
一
・
一
・
｜
・
一
蝿
一
・
一
国
一
・

二
一
■
二
一
室
一

■■■■

■■■■

■■■■

二
一
二

日
一
画
一
酉

■■■■

■■■■

■■■■

】
一
』

■■■■

ー ■■■■

声
声
一
声

■ﾛ■■ ■■■■

■
画

■■■■

■■■■

ー ■
■
一
■
■
一
昭３

’
９

■■■■

ー ■■■■

OO120Zﾕ年“月22日分

。
｜
準
一

一
書
一
一

■

P一学靜吋角鼬■－－ デー－たb←

■_－

…－－1…

二

F■■■ ロ ■■

OO1 2021年04月23日分 2,ZOO円 SMBC(ｷﾔﾉﾝ

F■■■■■■ 一
一
湖

■
一
鑑

一
一

一
Ｉ
Ｊ
Ｉ

一

窄
一昭
一
岳
円
一
円
恥

５
｜

ご
車
酉
一
》
一
愛

一
分
一
分
一
分

一
》
｜
》

皿
一
一
皿
一
睡
一

言
声
声
一

[渥茎］

■■■■■■■■■ ■■

■
一
・

一
卓

■
｜
■

一
一

山全 SMBC(ｲﾝｻｲﾄ ［鰐集］

盤今 秒． I編集1

04月Z7日06時OO分時点

■■■■

○ ■■■■

(…ｲﾙでダｳﾝﾛｰド)



様式第1－1号

謬雲字号 ｜ ター/タ

支出証拠書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）経7

経費項目 調蕊暁費･研修費･丘礁広報費･霊調涛瀧謄･会議費･群H伊蹟･資料購入費･事務費･犀諏圓･人件費

内 容 事務所賃借料

年月 日 令和3年5月 1日～令和3年5月 31日 金 額 30,225円

目的
政務活動を行うための事務所の賃借

使途
貢1=f (ZUZ1¥b月ガノ

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

別添通帳コピー参照

(引き落とし日乾73

案分の理由

後援会活動と按分

I… …(aノ

60,450円

案分率(b)

1／2

％

政務活動夢功費支仕｣額(a×b)

30,225円
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様式第1－1号

支出証拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

梺雫着

経費項目 …胃･研修費･広聴膝蹟･雰識饒鹿情･会議費･資料I賊費･資糊静入費･事務費･藷鍼費･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和3年4月28日 金 額 3,420円

目的

骸当項目に誹炉D)
部局事業ﾋｱﾘﾝダ･地元要望活動･医派丙羅¥T吾司･政務活動資料の整理

使途

骸当項目にすI雁、
辰通詞･宿泊費･駐車料

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸印）

…吾二二一℃』二｣HJー一Jｰ~〆、 U~ンI､H1ロノーリーー了勿～一〃j里〆1,,』ーFｰH･凹・ グーU

地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

確認した事業の内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

1会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。

車種 1

中日本

く領収書貼付枠＞

NEXE□

18時46分

L

21年4月28日

A18104-289998-564229 iA18104-280016-288529

取扱番号
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※通行料金は消費税率10%対象です。 ！ ※通行料金は消費税率10%対象です。
※本利用証明書はETC利用照会サーピ ! ※本利用胚明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです｡ ' スで印字されたものです､

(ETCｸﾚゾｯﾄ）

料金所(自）浜松SAスマート i料金所(自）静岡SAスマート
料金所(至）静岡SAスマート !.料金所(至）浜松SAスマート

ゴマ

車種 1

通行料金 ￥1， 710－

ご利用ありがとうございます亀

通行料金 ¥1, , 710-
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利用証明書
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

･ IJRM青…貝Kaノ

3,420円

案分率(b)

／
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政務活動妻贄支出額(a×b)

3,420円



様式第1－4号

整理番号 ’ 4－2／

支出証拠書（自動車燃料代）

【 半月分】 垢｡ (会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

く領収書貼付枠＞

区分 前回給油頓収書貼付分)A 今回喧近”給油B 総走行足鴎佳 C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行E鴎佳 km km km

(経費項目別充当額）

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円） ×君了跿離(m)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円） ×走行匪離(km)/総走行距離（上記C) (km)

封丁睡f(km) 積算方法※ 充当額（円）

956.プ 18円×956.7km Z”9

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名 良知駿一

不ノュ曹〆一F閨

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

/便z"7 円

案分率(b)

／

/oo%

政務活動費支出坪 (a×b)

/スどり' 円



月 日 内 容 行程 走行RMf(M

“ 錘…
》

』声…z省、
J3.4

媚 意見垂…･雲二つ〃､つ
》
》

西区…江畷地
2d6

術 会”鍔･議員総会 率牽/テ(往鈎 I5Z9

妬 意息交蕊(地…ごつし'てﾌノ …＝…(往須） Z8

” 募篝とアグング “
一

32.0

” …･意見霊
く'L,鮭斑支

5．8

“0 ,言克華癖奉証ノ '…乾し'ホーョル佐鈎 d8

鰕掘I0 意息交撰a"…）
差ク月FJJ ク月廼

33.8

“2 蟇業とア〃レグ
…蟹

･ﾝグー

市地域癖セ
〃’0

“2

1－

意見華(…）
一
》

セン'ター
21.6

勿2 …
一
一

2d2

“3 …･議員総会 …庁佐凌フ J5Z6

“イ 意見交蕊佼通ノ 極織鋤 J2.¥

縦Iイ

I

…

再庭二〆Lシ、”L戸J

地内一英浜名

老rJ

鑪工

諏鋒…，

4J.6

“5 ,意見交漢(<ｺﾛプ鍔ノ
》
釣

』戸区葵黄地内（性
13.2

魂I9 会"でヅニア”裾濤 …評捌アク佐絢 21.4

姫0 蟇業とア〃ング 率…雷 J3a8

姫0 県愛諮ラシ芽癖
》
》

ザザシティ浜
J42

姥I 意居蕊仁ロブ霊） 東区7…鋒… J2.0

姥3 意見雲（…八・次_と菱奎塞）

事諏雫晉山少年自然の

家一北”号識z霊菩

＝三ヶ日壹宇の蒙三三ヶ日

町在女米地内認z町項/〃

鑑…

63.I

錘4 意届華(地…

一
一
一

12.5

姥5 意息華…
》槻ガーデンパ

2d8



姥6 意見華(麺…

一
一
一

下 25．6

鞭7 渠凌藷
…識”魂…(往

須）
1.2

姥7 ,意見華(…・教…
箏麺＝更三方町地内（往

鐘）
Iq2

鯉8

J侭へ

“夕

議員綴会

－ー一『

…

…＝県庁佐鏡） I525

雫諏z町気…健

須）
J3.6

妬0 ,言逼塞ぽちづく'クノ …識”駒〃錨 06

術0 …
繩Z町項〃地内豈勇浜名錫

…－…
8．8

合 計 956.プ


